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律
令
制
度
に
沿
い
て
官
人
と
た
る
に
は
、

先
づ
位
を
得
る
と
と
に
始
ま
る
。

位
は
、

「
君
」

に
事
へ
て
忠
を
尽
す
と
と
よ
り
始
ま
る
。

官
位

令
集
解
に
、

凡
臣
事
君
蓋
忠
積
功、

然
後
得
爵
位、

得
骨
位
然
後
受
官、

官
有
高
下、

位
有
貴
銭、

准
量
爵
位
之
貴
賎、

補
任
官
職
之
官時
下、

と
あ
る
。

即
ち
官
職
は
、

君
に
対
す
る
忠
を
尽
し
功
を
積
ん
で
後
に
与
へ
ら
れ
る
位
を
得
て
後
ι、

任
ぜ
ら
れ
る
。

職
務
が
色
っ
て
、

そ
れ
に

対
す
る
遁
否、

要
否
は
第
二
義
的
で
あ
る
。

同
書
に
ま
た
日
く、
「
位
庭
也、

位
列
也、
（
船
中）

職
掌
所
事、

謂
之
官、

朝
堂
所
開店
謂
之
位

也
バ「
と
o

か
く
て
位
は
、

朝
堂
に
掃
け
る
座
居
で
あ
り、

序
列
で
あ
り、

座
次
で
あ
る
o

「
君
」

に
よ
ワ
て
序
列
を
与
へ
ら
れ
て
後、

職
掌
を

得
る
。

と
L
に
律
令
的
官
職
の
本
質
が
あ
り、

ひ
い
て
は
律
令
機
構
の
性
格
が
横
っ
て
ゐ
る
。

令
制
の
位
階
は
、

親
王
は
一

品
以
下
四口問
ま
で
、

諸
王
諸
臣
は
正
一

位
以
下
少
初
位
下
ま
で
、

五
O
階
の
多
き
に
達
し、

五

位
以
上
を
勅

授、

内
八
位
以
上
外
七
位
以
上
を
奏
授、

外
八
位
及
び
内
外
初
位
を
判
授
と
し、

三
位
以
上
を

2
E、

朝
堂
に
も桐
け
る
座
居
を
与
へ
ら
れ
る
と
と
そ
れ
自
体
が、

既
に
一
の
忠
功
に
対
す
る
抽
象
的
恩
惑
で
あ
る
。

そ
の
上
更
に
、

位
に
は
政
治
的
・

五
位
以
上
を
「
通
貴」

と
称
す
る
。

律
令
官
位
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級
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経
済
的・
身
分
的
思
惑
が
附
随
す
る。
而
し
て
と
れ
が、
位
泣
き
者
に
は
期
待
さ
れ
な
い
と
と
ろ
に、
と
れ
を
特
権
と
み
た
す
と
と
が
で
き
よ

う（一
〉
政
治
的
特
樺

す
べ
て
の
有
位
者
は、
そ
の
位
に
相
当
す
る
官
に
就
く
乙
と
が
で
き
る。
い
わ
ゆ
る
官
位
相
当
の

制度
で
あ
る。
剥
へ

ぽ
正一
位、
従一
位
の
も
の
は
太
政
大
臣
に、
五
二
位、
従
二
位
の
も
の
は
左
右
天
臣
に、
正
三
位
は
大
納
言
に、
従
三
位
は
大
宰
帥
に、

正
四
位
は
皇
太
子
侍・
中
務
一卿
以
胞
に、

以
下、
最
下
位
の
少
初
ι
下
に
至
る
ま
で、
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
得
べ
き
官
の
種
類
が
詳
細
に
規
定
さ

勿
論、
位
階
に
は
定
員
が
た
く、
官
職
に
は
定
員
が
あ
る。
従
っ
て
位
を
受
け
て
直
ち
に
相
当
官
に
つ
き
得
る
わ
け
で
は
な
い。

れ
た
舘
位。

欽
員
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い。
但
し
六
位
以
下
の
者
は
欽
員
が
あ
っ
て
も、
そ
の
才
が
職
に
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば、
相
当
官
を
与
へ
ら
れ
な

い。
か
や
う
に
位
の
み
あ
う
て
官
な
き
者
を
散
位
と
よ
び、
式
部
省
の
散
位
寮
の
管
轄
に
入
る
O一
時
に
よ
り
人
に
よ
り、
相
当
官
以
外
の
官
に

う
く
と
と
も
許
さ
れ
た
が、
位
高
く
官
卑
し
き
場
合
は
「
行」
と
い
ひ
r
位
卑
し
く
官
高
き
場
合
を
「
守」
と
称
し
た。
か
や
う
に
官
職
が
位

階
を
基
準
と
し
て
ゐ
石
点
に
沿
い
て、
と
れ
は
位
階
に
伴
ふ
政
治
的
特
権
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る。

、、

ハ
ニ）
経
済
的
特
権

位
階
を
有
す
る
と
と
に
よ
づ
て
生
守
る
種
々
の
経
済
的
特
権
が
あ
るo
元
来、
位
階
に
は
未
だ
犠
掌
を
伴
は
ぬ
故、
位

階
を
有
す
る
と
と
に
よ
っ
て
の
み
生
や
る
種
々
の
経
済
的
給
与
は、
矢
張
り一
種
の
特
権
と
み
る
と
と
が
で
き
よ
う。

有
位
者
に
し
て
五
位
以
上
の
者
は、
日
分
同
の
外
に
位
田
を
与
へ
ら
れ
る。
そ
の
額
は、
令
の
規
定
で
は、
正一
位
八
O
町、
従

一
位
七
四
町、
正
二
位
六
O
町、
従
二
位
五
四
町、
正
三
位
四
O
町、
従
三
位
三
四
町、
正
四
位
二
四
町、
従
四
位
二
O
町、
正
五
位
一
二

、．，，MH
 

イ立
国

町、
従
五
位
八
町、
女
は
各
、々
三
分一
を
減
や
る
法
で
あ
る。
位
同
の
性
格
は
口
分
同
と
同
じ
で、
そ
の
人
の
生
活
の
た
め
に
給
す
る
も
の
で

あ
っ
て、
位
に
よ
る
職
務
の
代
償
で
は
た
い。
従
っ
て
口
分
田
と
同
じ
験
租
田
で
あ
る。
租
殺
は
菟
除
さ
れ
た
い。
と
の
と
と
か
ら、
自
営
的
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経
営
が
予
想
さ
れ
る。
然
し
一
旦
支
給
さ
れ
た
な
ら
ば、
そ
の
死
ぬ
ま
で
牧
公
さ
れ
る
と
と
は
た
い
。
そ
の
た
め、
位
田
は
二
分
し
て
で
分司

を
畿
内
に
給
し、
一
分
を
外
国
即
ち
畿
外
の
国
に
給
ふ
と
か、
十
町
以
上
は
一
一処
に
ま
と
め
て
は
怒
ら
た
い
た
ど
の
細
目
規
定

なあ
ο
て

も

韓民、

合
交
に
沿
い
て
は
口
分
同
乃
至
墾
田
に
み
と
め
ら
れ
ぬ
一
身
の
聞
の
占
有
を
み
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
点
で、
令

官
沿
い
て
破
格
の

特
典
を
与
へ
ら
れ
た
も
の
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る。
位
同
の
実
質
は、
他
の
多
く
の
俸
旅
が
有
名
無
実
と
た
っ
た
に
拘
は
ら
やノ、
比
較
的
生
命

を
も
ち
O
づ
け
て、
卒
安
末
期
の
仁
卒
四
年
（
A
D
一
一
五
四）
に
も、

関
白
忠
越
の
男
正
三
位
藤
原
基
賓
の
位
問
を、
近
江
園
犬
上
郡
に
あ

、

っ
た
故
北
政
所
の
位
田
ニ
O
町
を
以
て
給
し
た
と
と
が、
兵
範
記
に
み
支
る。

仁
平
四
年
十
二
月（
鞍）
十
九
日
丁
酉、
三
位
中
将
殿
御
位
同
省
符、

可
令
成
進
之
由、
依
殿
下
仰、
令
申
民
部
一卿
亭
了－

以
侍
第
一御
使、
件

御
位
田
近
江
園
犬
上
束
郡
有
廿
町、
是
故
北
政
所
御
位
田
也、
彼
御
入
減
以
後、
子
今
無
主、
今
被
尋
出
之、
被
成
改
給
各
符、
召
園
司
一陣

宣
也、
殿
下
御
位
田
永
久
之
比、
以
京
極
大
北
政
所
位
岡、
令
預
改

給符
給、
蓋
准
其
例
也、
正
三
位
御
位
回、
本
数
四
十
町
也、
難
牛
分
旦

被
立
定
也、
可
進
展
宣
之
由、
同
建
仰
国
司
朝
方
許
了‘

廿
二
日
庚
子、
民
部
省
掌
光
余、
持
参
中
将
殿
御
位
向
廿
町
省
符、
即
進
覧
了、
依
無
所
見
不
賜
乱脈、
図
司
朝
方
進
膳
宜、
同
進
覧
了、
任

省
符
井
康
宜、
可
為
御
位
田
由、
依
仰
可
成
殿
下
政
所
下
支
旨
下
知
了、
可
知
行
由、
同
奉
仰
也、

と
あ
る
に
よ
れ
ば、

位
同
の
生
命
が
と
の
頃
ま
で
ま
だ
保
た
れ
て
ゐ
る
と
と
が
知
ら
れ
る。
然
し、
と
の
記
事
で
は、

位
田
が一
家
の
私
有

化
し
よ
う
と
す
る
う
ご
き
が
う
か
が
は
れ
る。

正一
位
八
O
町
の
位
田
は、

個
人
の
口
分
同
二
段
の
四
百
倍
で
あ
り、

従
五
位
の
位
田
八
町
で
も
四
O
倍
に
あ
た
る
0

雑費那
八
世
紀
に
掃
け

る
代
表
的
た
古
代
家
族
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
筑
前
園
嶋
郡
の
大
領
這
正
八
位
上
動
十
等
肥
君
猪
手
の
戸
i
戸
口
一
百
二
十
四
を
擁
す
る
ト
の
口

律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

＼ 

四

分
同
が
十
三
町
六
段一
百
二
十
歩
で
あ
る

鰭選敗
上、

戸
口
二
十
余
を
も
っ
当
時
と

↓
て
は

中
位
の
規
模
に
属
す
る
戸
の
口
分
国
が
三
町
余

で
あ
る
同
上
所
牧
筑
前

な
ど
に
比
較
す
れ
ば 、

位
同
め
最
下
位
で
も
八
町
の
岡
地
を
与
へ
ら
れ
る
思
惑
が 、
如
何
た
る
も

あ
撃
は
明
ら
か
で
あ

・
豊
前
等
戸
籍

る。

位
に
対
し
て
与
へ
る
封
戸
で
あ
るo
と
の
制
は
既
に
大
化
改
新
の
際
に
始
め
ら
れ 、
当
初
は
大
夫
以／上
に
給
し
て
大
賓
年
間
に

至
っ
た
が 、
大
賓
令
で
は
四
位・
五
位
の
食
封
を
止
め
て
三
位
以
上
に
限
っ
た。
そ
の
後
間
も
た
き
慶
雲
三
年
に 、
正一
位
六
O
O
戸
（
大

制

位
封

費
令
で
は
三
O
O
戸〉
従一
位
五
O
O
戸
（
向
上
で
は
二
六
O
戸〉
正
二
位
三
五
O
戸
ハ
向
上
で
は
こ
0
0
戸〉
従
二
位一ニ
O
O
戸
ハ
向
上
で

は一
七
O
戸〉
正
三
位
二
五
O
戸
（
向
上
で
は
二ニ
O
戸〉
従
三
位
二
O
O
戸
（
同
上
で
は一
O
O
戸〉
正
四
位一
O
O
戸
総
四
位
八
O
戸
と

し
て
と
れ
を
実
施
し 、
令
制
は
卒
安
時
代
の
大
同
三
年
ハ
A
D
八
O
爪）
以
降
準
拠
さ
れ
た

叩銭
円
献

格 。

元
来 、
封
戸
の
制
は
大
化
改
新
の

詔
の
第一
一慌
に
私
地
私
民
を
や
め
よ
と
の一一一口
葉
に
ο
づ
い
て 、
「
仇
賜
食
封
大
夫
以
上 、
各
有
差
降 、
以
布
品
賜
官
人
百
姓
有
差」
と
あ
る
や

う
に

陣 、
私
一地一
私
民
の
代
償
と
し
て
与
へ
ら

れ
た
も
弘
で
各
るo
従
っ
て
そ
の
内
容
も
亦
と
の
目
的
に
ほ
ぼ
添
ふ
た
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る

が 、ー
そ
の
具
体
的
内
容
は 、
令
制
に
至
。
て
始
め
て
明
ら
か
に
た
る。
令
制
に
よ
れ
ば 、
封
戸
に
は
す
べ
て
課
戸
が
充
て
ら
れ
る o
J課
戸
と
は

課
丁一
人
以
上
を
含
む
郷
戸
で
あ
るo
と
の
課
戸
か
ら
徴
牧
す
る
種
々
の
牧
益
が
給
主
の
牧
盆
と
し
て
与
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て 、
そ
れ
は
租

雑
径
は
含
め
ら
れ
て
ゐ
泣
い
が 、
岡
地
を
対
象
と
す
る
租
が
字
分
で
あ
り 、
人
頭
を
対
象
と

の
bT
円分
、・F」

調・
庸・
仕
丁
の
全
部
で
あ
る

側
役 。

す
る
調
庸
仕
丁
が
る一
給
で
あ
る
と
と
ろ
に 、
と
の
封
戸
が
大
化
前
代
の
部
曲
の
代
り

の
も
の
と
し
て
の
性
格
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が 、
封

J

戸

を
車
窓
る
大
化
前
代
の
私
地
私
民
の
代
償
叉
は 、
そ
の
変
形
し
た
連
続
で
あ
る
と
干
る
わ
け
に
は
い
か
た
い。
た
だ
和
銅
七
年
に
皇
親
優
遇
の

目
的
で 、
と
く
に
長
親
王
・

舎
人
親
王
・

志
貴
親
王
・

長
屋
王
に
封
戸
の
租
を
全
部
支
給
す
る
例
を
聞
い
て
の
ち
ば 、
天
平
十一
年
ハ
A
D
七
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三
九）
に
す
べ
て
の
封
戸
の
租
を
全
部
全
給
す
る
と
と

と
し
た

錦
繍
長
側。

む
と
と
と
た
っ
た
が 、
と
れ
は
あ
く
ま
で
封
戸
の
変
質
と
み
と
む
べ
き
も
の
で
あ
る。
た
ほ
養
老
元
年
（
A
D
七一
七〉
に
中
男 、
郎
ち
年
齢

と
tA

に
至
っ
て
封
戸
は
私
地
的
性
格
を
治
び
て
ぐ
る
因
子
を
含’

十
毛
才
か
ら
二
十
才
に
至
る
問
の
男
子
の
調
及
び
雑
絡
を
菟
じ
て 、
代
り
に
中
男
作
物
を
出
さ
せ
た
が

同議
重
晴
粧
品
論
繍
一議
一協
同許

副
物
及
中
男
E
調、
其
臆
供
官
主
用
度
等
物 、
所
司
宜
支
度
年
別
用
度 、
並
隠

と
れ
も
封
主
に
支
給
せ
ら
れ
た。
調
・

庸
は
主
と
し
て
絹
と
布
で
あ

郷
土
所
出
付
圏
役
中
男
濯 、
若
不
足
中
男
之
功
者 、
即
以
折
役
人
夫
之
雑
箔

る
が 、
中
男
作
物
は
油
（
胡
麻
油）
と
か 、
紙
と
か 、

緊
E
で
あ
る

品
目
献
純情
詰

式o
仕
丁
は 、
封
戸
五
O

戸
即
ち一
郷
に
つ
い
て
二

人
づ
L
の
玉
了
を
労
役
に
服
さ
せ
る
体
役
で
あ
っ
て 、
コ一
年
交
替
で 、
封
主
の
下
に
来
っ
て
そ
の
雑
役
に
使
は
れ
る
の
で
あ
っ
て 、
そ
の
衣
食

は
す
べ
て
封
戸
が
負
担
す
る。
と
の
仕
丁
の
資
養
に
あ
て
る
衣
食
料
を
養
物
叉
は
国
養
物
と
い
ひ 、
封
主
が
仕
丁
の
出
仕
を
必
要
と
し
な
い
場

合
に
は 、
代
銭
を
と
る
が 、
そ
の
場
合
で
も
養
物
を
徴
牧
し
た。
結
局 、
天
平
十一
年
以
後
に
治
け
る
封
戸
の
給
与
は 、イ
封
戸
の
土
地・
人
民

の
牧
盆
の
全
部
を
給
与
せ
ら
れ
る
に
等
し
い
意
味
を
有
す
る
と
と
と
た
っ
た
の
で
あ
る。
た
ど
そ
の
牧
納
す
る
方
法
が 、
封
主
が
直
接
封
戸
の

と
と
ろ
へ
使
者
を
出
し
て
徴
牧
す
る
と
と
は
ゆ
る
さ
れ
宇 、
園
郡
司
の
手
に
よ
っ
て 、
他
の
公
郷
戸
と
同
じ
ゃ
う
に
し
だ
牧
納
せ
ら
れ 、
園
郡

司
の
手
を
経
て
封
主
に
迭
ら
れ
る
と
い
ふ
点
で 、
封
主
の
直
接
支
配
乃
至
は
所
有
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
し
園
郡
司
制
の
運
用
が

充
分
に
行
は
れ
て
ゐ
る
時
代
に
あ
っ
て
は 、
却
っ
て
と
の
方
が 、
坐
し
て
国
家
の
給
与
を
う
け
る 、
有
難
き
権
利
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る。
そ

の
た
め 、
元
来
と
の
制
度
は 、
唐
の
賓
封

亀

高

韓
関
ぷ
謹
惇
福
間
鮪
呂
田
縄
問
噛
長
臨
ぷ
保
鞍
討
議
警

に
準
拠
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が 、

峰
山ル
社
一υ
初
一怨
一。
一試
JM
一団
四制

初旬中
間
一人
間
一城一k
mv
一定
紅
一錯
し配
…恵
一一
一一
沌
吋叫

ん停泊匂
一部
仁
．似

芯
安
広
闘は
芝
絡
船
立
性
訪市
建
設
γ

謹
註
蕊
転
崎灯dL
r外

活
Mo
唐
の
寅
封
が
国
家
財
政
に
差
安
へ
る
程
の
発
展

を
み
る
に
至
ら
－な
か
っ
た
に
反
し
て 、
わ
が
国
で
は
既
に
卒
安
時
代
の
初
め
に
当
っ
て 、

律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

五
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律
令
官
位
制
に
於
け
る

階級
性

今一園
芸
戸
者 、
倍
於
鴎
昔 、
園
用
閥
乏 、
職
此
之
由 、

（
儀
雄
一点
勝一
献
殿
一龍一
一裁

丙）

• ...Lo 

ノ、

と
か 、諸

図

書
多
入

妻 、
納
官

妻 、
（
拘
束
謀
議
院）

た
ど
と
い
わ
れ
る
欺
況
を
示
し
た。
而
し
て
変
質
を
し
喝な
が
ら
も 、
卒
安
時
代
の
末
頃
ま
で
そ
の
実
質
は
継
続
し
た
の
で
あ
る。

／
 

付

位
藤
は 、
位
封
を
給
せ
ら
れ
ぬ
有
位
者 、
即
ち
四
位・
五
位
の
も
の
に
支
給
せ
ら
れ
る
も
の
で 、
そ
の
起
り
は
食
封
と
同
じ
く

位
藤

大
化
改
新
に
あ
る。
令
制
に
よ
れ
ば 、

紘一
O
疋

正
四
位

綿一
O
屯

布
五
五
端

庸
布
三
六
O
常

役
四
位

総
八
疋

綿
八
屯

布
四
三
端

庸
布
三
O
O
常

正
五
位

結
六
疋
‘
綿
六
屯

布
三
六
端

庸
布
二
四
O
常

従
五
位

結
四 、
疋

綿
四
屯

布
二
九
端

庸
布一
八
O
常

で
あ
う
て 、
女
は
卒
減
す
る

練。
勿
論
と
れ
は
毎
年
毎
年
定
期
に
給
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
た
く 、

延
喜
太
政
官
式
及
び

式
部
式
に 、 、
毎
年
十一
月
十
日
中
務
式
部
兵
部
三
省
か
ら 、
給
す
べ
き
人
数
及
び
機
物
の
数
を
太
政
官
に
上
申
し 、
太
政
官
に
沿
い
て
惣
目
録

を
ワ
く
っ
て 、
十
五
日
に
少
納
言
が
奏
上
し
て
勅
許
を
得 、
二
十
日
太
政
官
か
ら
大
蔵
省
に
そ
の
出
庫
を
命
じ 、
参
議
及
び
七

汁以
上
の
散
位

を
除
く

外
は
自
ら
出
頭
し
て
受
け
と
る 、
其
の
身
畿
外
に
あ
る
も
の
及
び
園
司
は 、
当
国
の
正
税
を
以
て
給
す
る 、
と
い
ふ
規
定
に
た
ワ
て
ゐ

る。
然
じ
卒
安
中
期 、 、
即
ち
延
喜
式
の
編
さ
ん
さ
れ
た
当
時
の
実
情
は 、
大
蔵
省
に
沿
い
て
支
給
す
る
よ
り
も 、
諸
国
の
正
税
を
以
て
支
給
す

る
も
の
が
多
く 、
す
で
に
延
喜
主
税
式
上
に
も 、
諸
国一
に
於
い
て
支
給
す
る
場
合
の
位
総
々
一物
の
価
法
を
定
め 、
ま
た
五
位
巳
上
の
者
の
位
旅
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山
陰 一
道
は
伯
者
以
西
は 、
運
賃
を
給

る
と
定
め

箆尚一

詩情一銭

箱一
一向
認

識
拡
都
府～
一立
…M
m
m
r

院
都
心L
球
一四

ML
…均
一凶
器一
一均
一問
唯
一棟
一誠
一史
料跡
刻
一向
ド

雄一院一
一町

一明暗
同一
一瞬
昨

官
人
が 、。
京
り
親
族
を
資
養
す
る
た
め
に
自
分
の
位
膿
季
様
料
の
春
米
を
謹
選
す
る
た
め
の
運
賃
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る 。
九
僚
家
本

書
承
暦

二
年
十
二
月

三
十
日
の
主
税
寮
出
雲
園
疋
税
返
却
般
は
延
長
元
年
か
ら
延
久，
二
年
に
至る
百
七
十
七
ヶ
年
に
わ
た
る
位
線
料
下
行
穀
を一
々

記
し
て
ゐ
る 、ー

に
し
て
諸
国
に
給
す
る
者
は 、
東
梅
道
は
駿
河
以
束 、
東
山
道
は
信
濃
以
束 、
北
陸
道
は
能
登
以
北 、

れ
に
よ
れ
ぽ 、

位
糠
の
大
部
分
が
京
庫
で
は
な
く
て

国
々
の
E
税
か
ら
支
給
し
て
ゐ
た
有
様
が
品川
る 。

支
給
の
時
日
も
年
初
の
二
月
中
旬
位
藤
定
の
式
日
が
あ
っ
た
西
宮
記o

承
卒
七
年
（
A
D
九
三

北
山
抄

七）
十
月
十
六
日
の
官
符
に 、

得
紳
祇
伯
忠
望
王
等
解
扶
俗 、
年
中
給
物
最
在
位
線 、

依
斯
或
徒
墨
数
年
官
符 、
永
菅
生
計
之

而
諸
図
司
等 、
只
事
申
返 、
無
意
下
行 、

難 、

達金
疲一
人
行
李 、
難
菟
亡
路
之
除 、
其
窮
困
元
甚
者 、
既
至
餓
死
一術
門 、

（
陶
説
明誠一）

と
の
ペ 、
そ
の
言
に
多
少
の
誇
張
は
あ
る
ピ
し
て
も 、
位
緑
は
諸
大
夫
に
よ
っ
て
は 、
重
要
注
牧
入
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
るo

胸
、
季
練

季
繰
は
有
位
者
で
官
職
に
つ
い
て
ゐ
て 、
上
日
宇
年
に
百
二
十
日
以
上
の
者
に
給
す
る

3
当
で
あ
る。
従
っ
て
と
れ
は
位
階
に

よ
っ
て
差
等
が
あ
る
け
れ
ど
も 、
そ
の
人
が
実
際
に
帯
び
て
ゐ
る
位
階
に
よ
る
の
で
は
な
く
て 、
そ
の
者
が
つ
い
て
ゐ
る
官
職
の
相
当
位
に
対

し
て
与
へ
る
の
で
あ
る。
従
っ
て
数
官
を
朱
ね
て
ゐ
る
場
合
に
は 、
相
当
位
の
最
も
高
い
位
階
の
季
総
を
受
け
る。
春
の
二
月
秋
の
八
月
に 、

春
夏 、
秋
多
の
生
活
に
充
て
る
た
め
に
支
給
せ
ら
れ
る
の
で
季
練
の
名
が
あ
る。
総
令
に
よ
れ
ば 、
毎
季

I I 
位

二三屯

布 E’

五五口

0四
0 0口

主従｜位
七六
位位

六0
0 0端

二三疋

綿

0 0疋s一一

立企重 1」ー

階

総

綿

布

鍬

階

総

定
従一
位

芭
従
二

位

七
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律

令官
位
制
に
於
け
る
階
蔽
性

A 

E従E従E従E
六 五 五 四 四 三 三

位位位位位位位

一 一
三 四 五 七λ 二 四

一 一
三 四 五七八 二 四

五 0 
一
二 八

一
二二

三
六 二四

五
一

0二 0二 三0 三0 六0ρ

八0 

家 少大従軍従
初初 八 八 七

吏位位位位位

一 一 一a 、一 一 ・．・，．』．ー圃�』、

級

－・4・ －・4・ －ーー幽－ 争園園司R・4・ 一
一

一 一 一一一 一一一 一一一
， ， 

、

－－－－陶 ー－司‘ ・・・岨圃圃d・ ・E・E・－・
五 0 0五五

但
し

春に
は、
綿
暗
殺
…舗
の
の
代
り
に、
綿一
屯

一明協
議
一話
い九
百四
繍一
新院
一州
知
附
戸

建一一
所
一得一
一畑一
一河
川
桂一
尺
に
つ
き
紘一
絢
に

代
へ
て
総
を、
秋
・に
は
鍬
五
日
を
鉄
二
廷
誠
一一
一一

顧
配
に、
に
代へ
て
鉄
を
給
す
るo
施・
綿・

布が
消
費
物
資
で
あ
る
に
対
し
て、
生
産
用

具
で
あ
る
鍬
が
交
へ
て
あ
る
と
と
は
注
目
す
べ
く、
鍬
を
生
活
用
具
と
し
て
給
与
す
る
と
と
ろ
に、
鍬
の
断
有
が
当
時
の
生
産
様
式
に
占
め
る

重
要
さ
を
み
と
む
べ
き
で
あ
ら
う。
と
の
季
藤
は、
そ
の
品
目
に
上
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く、
車
怠
る
俸
旅
と
は
性
格
を
異
に
し、
官
僚
の
特

権
的
思
惑
を
意
味
す
る。
官
職
に
あ
る
も
の
は、
現
実
に
位
を
帯
す
る
と
否
と
に
拘
は
ら
宇、
相
当
位
に
換
算
し
て
受
給
し
た。

位
階
を
得
て
後
官
職
に
つ
く。
官
職
に
つ
け
ば、
そ
の
反
苅
給
付
は、
そ
の
職
務
に
対
し
て
当
然
与
へ
ら
れ
る。
然
し
そ
れ
が
反
対
給
付
た

る
以
上
の
も
の
と
た
れ
ば、
そ
れ
は
特
権
と
怒
る。
官
職
に
対
す
る
経
済
的
給
付
は、
失
の
如
く
で
あ
る。

職
分
問、
と
も
い
ひ、
と
れ
を
得
る
も
の
は、
令
制
で
は
内
官
の
中、
太
政
大
臣・
左
右
大
臣・
大
納
言、
外
官
の
穴
宰
府
の
官
人、

的
職
国

諸
国
の
史
生
以
上、
及
び
郡
司
で
あ
れJ
た。
古
令
で
は、
在
外
諸
可
。
職
同
を
公
的隣
国
と
称
し
た
が、
養
老
令
で
は
す
べ
て
職
分
田
と
い
ひ、
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義
解
で
は
職
問
と
称
し
て
ゐ
る
O

公
隣
国
と
称
す
る
の
は、
唐
制
の
言
葉
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て、
職
務
に
対
す
る
給
分
と
い
ふ
意
味
よ

り
も‘
そ
の
職
務
を
奉
じ
て
ゐ
る
官
庁
の
費
用
と
い
ふ
意
味
を
本
来
的
に
も
ワ
言
葉
で
あ
るo
官
庁
の
費
用
の一
部
と
し
て
そ
と
の
官
人
の
食

料
を
与
へ
る
と
い
ふ
意
味
が
転
じ
て、

智
容
欝
涜
僻
机
財
記
咳
搬
手
詔
防
験
恥
齢
銅
報
麟
搬
鵬
F

諸
問
繍
防
接
購
強
敵
r
輔
蛾
糊
糊
還
記

騨
時
調
環
境
け
問
機
還
肘
刊
新
糠
伺
仏
側
明
議
叶
明
石
比
九
初
制
公

職
分
悶
的
意
味
を
有
っ
た
の
で
あ
り、
公
隣
国
と
称
す
る
問
は、
官

庁
の
他
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る。
大
費
令
で
公
隣
国
と
称
し
た
の
は
在
外
諸
司
同
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が、
養
老
令
で
は
こ
れ

を
も
職
分
同
と
し
た
と
と
ろ
に、
官
人
の
給
分
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
は
れ
よ
う。
令
制
に
よ
れ
ば‘
内
官
で
は
太
政
大
臣
四
O

町、
左
右
大
臣
三
O
町、
大
納
言
二
O
町
の
三
職
に
す
ぎ
た
い
が、
外
官
で
は
大
宰
帥一
O
町、
大
震
六
町、
少
武
四
町、
大
監・
少
監・
大

判
事
二
町、
大
工
・
少
判
事・
大
典・
防
人
正
・
主
紳・
博
士
に
各
一

町
六
段、
少
典・
陰
陽
師・
医
師・
歩
エ
・
雫
師・
主
胎
・
主
厨・
防

ふ繭
に
各一
町
四
段、
諸
令
史一
町、‘
史
生
六
段、
大
図
守
二
町
六
段、
上
園
守
・
大
国
介
に
ニ
町
二
段、
中
国
守・
上
園
介
に
ニ
町、
下
図

守・
大
上
園
捻
に一
町
六
段、
中
国
捻・
大
国
目
に
一

時
二
段、
中
下
図
目
に一
町、
史
生
に
六
段、
郡
司
は
大
領
に
六
町、
少
領
に
四
町、

主
政
・
主
帳
に
各
二
町
と
い
ふ
額
で
あ
っ
た

龍一。
初
め
内
官
は
わ
や
か
に
太
政
官
の
上
位
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が、
奈
良
時
代
の

末
頃
に、
明
経・
明
法・
音
・
書・
算・
天
文・
陰
陽・
暦・
医・
針
の
諸
道
の
博
士
・
助
教・
直
講
の
職
回、
を
置
く
泣
ど、
増
加
の
傾
向
を

示
し
た
七一
議
疋

韓併…
年。
ま
た
地
方
軍
団
の
武
官
た
ど
に
も
給
す
る
な
ど）
外
官
に
つ
い
て
も
同
じ
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
胴
社
一議
震一
麻

酔
軌
静
脈
刊
誌
間

鵠監
棺
4
雪
笠
刊
時
間一
散
問。
有
位
者
で
あ
る
彼
等
時、
位
田
の
外
に、
官
職
に
つ
け
ば
と
れ
ら
の
職
分
同
を
給
与
せ
ら

れ、
正
当
た
理
由
で
致
仕
し
た
も
の
は、
致
仕
の
後
も
半
分
だ
け
は
許
さ
れ
る。
と
の
点
位
田
と
は
具
る。
ま
た
位
田
は
轍
租
田
で
あ
づ
た

が、
職
分
周
は
不
轍
租
同
で
あ
るo

鵬
机
ん問
喝未
概
ザ
蹴
嗣
世
話
誇
官
枇
融
問
れ
貼
咽
詐
一常
利
Y
醐
細
恥
理

一課

活認畑一

弘顎．
品
問
一日

津令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

九
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律
令
官
組
制
に
於
け
る
階
級
性

川組問
的
問
繍…
一昨
一肌
…b
一叩
管内
誠
一間
味
杯

一碧
池
一μ
尚
一戸
’抗

議紅
一ザり
と
の
点、
位
向
は
生
活
給
与
的
意
味
を
有
し
て
ゐ
た
の
に
対
し
て、
職
分

間
が
俸
線
的
意
味
を
有
つ
も
の
で
あ
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る。
租
税
分
だ
け
が
給
主
の
収
入
H
手
当
と
た
る
わ
け
で
あ
る。
然
し
外
官
の
場
合

。

は、
事
力
ま
た
は
仕
丁
が
与
へ
ら
れ
て、
と
れ
が
耕
作
す
る、
即
ち
経
営
労
働
力
を
も
与
へ
ら
れ
て、
自
家
経
営
が
可
能
で
あ
り、
そ
の
牧
盆

は
は
る
か
に
拡
大
さ
れ
た。
集
解
田
令
凡
在
外
諸
司
職
分
田
の
僚
に、
「
古
記一去、
公
隣
国
不
轍
租、
問
図
司
公
隣
国
以
誰
人
作、
答
役
事
力

也」
と
あ
り
一品
紘
一昨
ぃ、
養
老
五
年
六
月
按
察
使
に
職
一回
収
、
精
一律
一一

一使
間
減
閥
抗
喝
六
町
仕
丁
五
人、
部山
事
一に
職
同
二
町
仕
丁
ご
人
を
給＼

す
と
あ
っ
て、
と
れ
亦
と
の
仕
丁
が
職
田
耕
作
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら

込
訴
職
に
は
位
と
臭
っ
て
定
員
が
あ
り、
従
ヴ
て
そ
れ
に
要

す
る
職
田
も
自
ら一
定
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
か
ら、
太

時炉実
臣
以
下
そ
の
職
分
同
に
充
て
る
べ
き
同
地
が
定
う
て
ゐ
売。
太
政
大
臣
職
分
同
四
O

町
は、
「
大
和
園
添
上
郡
十
町
城
下
郡
十
町、
山
背
園
相
城市
郡
二
町
綴
喜
郡
二
町
久
世
郡
三
町、

「
河
内
閣
高
安
郡
二
町
河
内
郡
二
町
若
江
郡一
町、

摂
津
園
豊
嶋
郡
瓦
町
嶋
下
郡
二
町
河
辺
郡
三
町、

播
磨
園
明
石
郡
三
町
賀
古
都
六
町
印
南
郡
一
町、
」

近
江
園
栗
太
郡
十
町、

播
磨
園
緯
保
郡
三

町、」

左
大
臣
職
分
同一ニ
O
町
は、

山
背
園
相撒京
都・
久
世
郡
各
ご
町
紀
伊
郡一
町、

右
大
臣
職
分
田
三
O
町
は、

「
摂
津
圏
一嶋
上
郡
八
町
嶋
下
郡
二
町、
山
背
園
久
世
郡
五
町、
播
磨
圏
一梓
保
郡
十
町、」
大
納
言
職
国

，箱一
言一一一
以
は、
寸
大
和
国凶
一や
群
郡
二
町、

河
内
閣
若
江
郡
五
町
河
内
郡
ニ
町
志
紀
郡一
町、

山
背
国
乙
訓
郡
二
町
久
世
郡
二
町、

近
江
園
野
洲
郡
二
町、

蒲
生
郡一一
町、

高
嶋
郡
ニ

町、」

他
の一
人
の
大
納
言
の
分
は、
「
洞
内
閣
志
紀
郡一
町
讃
良
郡
二
町
高
安
部
ニ
町
河
内
郡一
町
茨
田
郡一
町
若
江
郡
三
町、
山
背

園
愛
宕
郡
二
町
久
世
郡
二
町、

播
磨
一園
揖
保
郡
六
町」
と
た
っ
て
ゐ
る。

研一

一議日目
僻
規
定
が
畿
内
に
二
分
外
国
に一
分
と
あ
る
の
に

準
拠
し
て
は
ゐ
る
が、
そ
の
畿
外
の
国
は
近
江
・
播
蹴聞
の
二
国
に
す
ぎ
やノ、
何
れ
も
准
畿
内
と
も
称
す
べ
き
国
で
あ
る。
博
士
助
教
等
の
職
田

に
沿
い
て
も
同
様で
あ
づ
て、
彼
等
の
職
田
は
合
計
し
て
七
十
三
町
で
あ
っ
た
が
ち
内
五
十
二
町
外
二
十一
町、
而
し
て
外
は
近
江
園
内
に
す

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



ペ
て
定
め
ら
れ
た
胴
蓮

語鮎一一o
と
れ
は
職
田
の
経
営
法
ーに
も
関
蓮
し
次
と
と
で
あ
り、
「
凡
在一
外
諸
司
職
分
回、
交
代
以
前
種
者
入
前

人、
若
前
人
自
耕
未
種、
後
人
酬
其
功
直、
関
官
田
用
公
カ
営
種、
所
有
当
年
苗
子、
新
人
至
日、
依
一致
給
付」
相
と
あ
り、
義
解
に
「
謂
大

「
謂、
会
カ
者
雑
格
也」
と
あ
る
に
よ
れ
ば、
職
同
の
経
営
は
自
家
経
営
に
よ
っ
た
と
と
が
知
ら
れ

納
言
以
上
職
分
田
亦
准
此
例」
と
い
ひ、

るσ
従
ハJ
て
京
か
ら
余
り
隔
っ
た
と
と
ろ
で
は、
そ
れ
が
不
可
能
と
た
る
告
そ
れ
が
あ
る。

制
職
封

令
制
で
は
太
政
大
臣一ニ
0
0
0
戸、
左
右
大
臣
二
。
0
0
戸、

大
納
言
八
O
O
戸
と、

が、
慶
雲
三
年
に
中
納
言
二
O
O
戸
（
後
増
し
て
四
O
O
F）
と
定
め、
更
に
参
議
の
制
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
と
れ
に
八
O
戸
と
定
め
たo

そ
の
内
容
は
位
封
と
全
く
同
じ
で
あ
り、
正
当
た
る
理
由
に
よ
っ
て
解
官
叉
は
致
仕
し
た
者
は、
退
官
後
も
そ
の
牟
を
臆
さ
れ
る
と
と、
職
分

周
と
同
じ、
で
あ
るo
然
し
職
分
間
の
如
く
職
封
一郷
と
し
て
定
め
ら
れ
た
郷
は
た
か
ヲ
たo
一肌
間一
枚
机
一一

日品開
氷
山
択
一郎
町
尚
一抗

議一蕊
一説
伊
…肌

く
て、
五
O
戸
づ
L

ま
と
め
て、
言
ひ
か
へ
れ
ば、

一
旦
（一一
郷）
車
位
に
充
て
白
れ
る
の
で
あ
る。

以
上
は
令
交
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が、
と
の
外
に
格
式
に
よ
っ
て
追
加
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
るo
そ
れ
は
馬
料・
月
料・
節
織
等
の

類
で
あ
る。

太
政
官
の
上
唐
官
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ’
た

•

川刷
馬
料

養
老
三
年
（
A
D
七一
九〉
に、
五
位
以
上
の
京
官
女
武
の
職
事
に
防
閤
（
資
人
の一
種〉
を
給
し
て
ゐ
た
が、
「
人
疲
道
路、

身
逃
差
課、
公
私
同
費、
彼
此
共
損」
を
以
て、
八
年
後
の
紳
亀
五
年
ハ
A
D
七
二
八〉
に
と
れ
を
停
止
し
て
代
り
に
給
す
る
と
と
と
し
た
も

の
が
馬
料
で
あ
る。
防
閣
の
名
の
示
す
如
く
元
来
は
自
己
の
警
衛
に
充
て
る
も
の
の
代
り
で
あ
り、
防
閣
を
与
へ
る
代
り
に
勤
務
途
上
の
警
衛

の
た
め
の
従
者
の
馬
の
養
料
と
し
て
給
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が、
本
質
は
季
練
と
同
じ
く
勤
務
手
当
の
性
質
を
も
ち、
毎
年
春
秋
二
軍

春
は
E
月
に
上
日
を
計
り、
各
百
二
十
五
日
以
上
の
者
に
給
す
るo
各
省
寮
司
に
沿
い
て
支
給
す
べ
き
員
数
が
定
め
ら
れ
て
ゐい
た
の
で、
と
の

秋
は
七
月

律

令官位
制
に於
け
る
階
級
性
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律令官
位
制
起
於
け
る
階
級
性

上
日
に
満
て
る
も
の
が
そ
の
員
数
以
上
と
た
る
と
き
は、
官、
位
の
，次
第
に
よ
る
し、
ま
た
上
日
が
満
足
し
て
ゐ
て
も
食
濁
の
行
び
あ
る
も
の

は、
支
給
し
た
い

堅持
式。

今
日
の
盆
暮
の
賞
与
に
似
て
ゐ
るo
位
階
左
基
準
と
し
て
ゐ
る
が、
交
武
の
別
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
0

・究
官
で

は、
一
位
官
五
十
貫、
二
位
官
三
十
賞、
正
三
位
官
二
十
賞、
従
三
位
官
十
五
賞、
正
四
位
官
七
貫、
従
四
位
官
六
賞、
正
五
位
官
五
貫、
従

五
位
官
四
賞、
六
位
官
二
賞
五
百
女、
七
位
官
二
貫
三
百
五
十
女、
尺
位
官
二
貫
二
百
女、
初
位
官
二
貫
五
十
交
と
た
っ
て

やり

向性鵡
式、
武

官
で
は、
従
三
位
官
二
十
五
貫、
従
四
位
官
九
貫、
正
五
位
官
七
賞、
従
五
位
官
六
貫、
六
位
官
二
貫
八
百
女、
七
位
官
二
貫
六
百
五
十
女、

八
位
官
二
貫
五
百
交
と
た
っ
て
ゐ
る
掠
部。

月
料
は、
親
王
・
後
宮・
大
臣・
納一一一口・
参
議
以
下
京
官
の
下
級
官
人
に
至
る
ま
で、
毎
月
米・
塩
等
を
給
与
す
る
も
の
で、

の

ゆ
月
料

告
と
り
は、
奈
良
時
代
初
頃
か
ら
既
に
み
え、
続
紀
養
老
五
年
六
月
乙
酉
の
僚
に、

京
及
諸
国、
因
官
人
月
俸
牧
数
軽
税、
自
今
以
去
皆
悉
停
之、
随
令
給
事
力、
不
得
遠
役
他、
致
使
穀
辛、
若
有
牧
謀、
一
月
舟
銭、

と
あ
る
月
俸
が
そ
の
初
見
と
さ
れ
て
ゐ
る。
交
は
省
略
さ
れ
て
意
味
通
ぜ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
が、
既
に
京
及
び
諸
国
に
沿
い
て、
官
人
の
月
俸

一
旦
と
の
時
に
停
止
さ
れ
た
の
で
あ

の
た
め
に
軽
税
を
牧
数
し
て
ゐ
た
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が、
と
れ
が
事
力
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る。

る
け
れ
E
も、
天
卒
二
年
の
大
倭
園
正
税
帳
や
紐
伊
園
の
正
税
帳
に
は、
軽
税
銭
の
直
穀
稲
を
計
上
し
て
ゐ
る
の
を
み
れ
ば、
間
も
た
く
旧
に

復
し
た
も
の
と
恩
は
れる

幣

箆
根
差
広
範
謂
埼
京

山紘一
、

鈴
K
町
一紅
一夜
十件
整
端
的一～

震
鯉
一山
県
鵬一
一四
一概
説
明削
嬰
唯一
繍

簿
賦
百
姓一
年
続
銭、
依
蓄
令
高
戸
及
典
正
等
掌
之、
毎
月
収
息
以
充
官
俸、
英
後
又
以
秘
銭
篇
之
而
罷
嘆
息
利、
と
あ
っ
て、
ゎ

当
時
に
あ
っ
て
は、
と

が
養
老
五
年
六
月
の
詔
と
よ
く
共
遁
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り、
彼
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
そ
の
方
法
に
褒
吏
£
あ
っ
た
の
で
あ
る。

の
軽
税
銭
を
そ
の
ま
L
支
給
し
た
も
の
か、
或
は
と
れ
を
米
塩
に・
交
易
し
て
支
給
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
た
い
が、
天
平
十
六
年
正
月
比、
鎮
西

府
将
軍
は
従
五
位
官
に
准
じ、
判
官
は
従
六
位
官
に、
主
典
は
従
七
位
官
ι

准
じ、
二
季
旅
及
び
月
料
を
倍
給
す
る
と
と
L
し、
季
株
月
料
並

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



び
に
京
に
法
る
べ
き
調
庸
の
物
を
留
め
て、
と
れ
を
融
通
し
て
そ
の
時
そ
の
時
の
便
宜
に
従
つ・
て
給
す
る
と
と
と
し
た
と
い
ふ
続
紀
の
記
事
に

よ
れ
ば、
既
に
現
物
給
与
と
た
っ
て
ゐ
た
と
と
が
う
か
が
は
れ
る。
道
鏡
の
権
勢
盛
ん
た
る
と
き、
道
鏡
の
月
料
は
供
御
に
准
じ、
法
臣
円
興

は
大
納

言に
准
じ、
法
参
議
一基
震
は
参
議
に
准
じ
た
が

鴇
服
店

一躍一
て
そ
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
るo
天
卒
三
洋
に
戸
座
の
時
間服
一料
月

料
を
定
め
た
と
き、
月
料
人
別
三
斗
六
升
で
あ
っ
た
と
と

一話
地

主惇
一昨
年、
が
わ
や
か
に
他
を
類
推
せ
し
め
る
だ
け
ぞ
あ
るo
延
喜
大
勝
式

の
規
定
は、
恐
ら
く
大
同
四
年
間
二
月
に
供
御
及
び
年
中
雑
用
諸
司
官
人
以
下
の
月
料
を
廃
減
し、
翌
月
更
め
て
諸
司
史
以
下
雑
色
人
以
上
の

時
服
並
び
に
月
料
の
法
を
貯
め
た
以
後
日
本
の
も
の
で
あ
ら
う
が、
そ
れ
に
よ
る
と
親
壬
後
宮
の、ー

－

後
紀

分
は
除
く

菜
料
塩

勝
太
政
大
臣
舟
石、
左
右
大
臣
各
十
石、
大
納
言
六
石、
中
納
言
五
石、
参
議
三
位
四
位
各
四
石

親
王
以
下
月
料

三
位
己
上
及

思

議、
醤
二
合

年
竺

酢
塩
各
四
勺
謡
巴

東
鰻
二
両
盟
都
上

賊一
両
鮭
六
分
官官一
之一
民
一龍

竪魚、
煎
汁
二
勺
超一
己

雑
鮪
三
両一
分
二
銑

海
藻
二
分

末
一樹
海
藻
四
勺
且
曲
一附（
何
一割
引…
封
切
矧
句

例
節
総

正
月
元
日
・
正
月
七
日（
白
馬
節
会）・
正
月
十
六
日（
賭
射〉
五
月
五
日ハ
騎
射）
九
月
九
日（
重
陽
）
十一
月
十
一
日ハ
新
嘗
会）
の

節
会
に、
皇
太
子
以
下、
太
政
大
臣
よ
り
参
議
に
至
る
職
事
官
及
び
正一
位
以
下
五
位
に
至
る
有
位
者
及
び
節
会
の
行
事
に
参
加
す
る
六
位
巳

下
の
官
人
ハ
例
へ
ば

騎射
に
は
武
官
六
位一
白
下、
重
陽
に
は
女
人
六
位
巳
下）
に、
そ
の
官
及
び
位
の
高
下
に
よ
っ
て、
結
布
綿
注
ど
を
給
す

隠
岐
鰻・
煮
竪
魚
各一
両

竪
魚
二
分

る
も
の
で
あ
る。
勿
論
と
れ
ら
の
節
会
は、
わ
が
国
古
来
の
風
で
は
怠
く
て
唐
朝
の
ま
ね
で
あ
り、
奈
良
時
代
に
た
っ
て
始
ま
っ
た
も，
の
が
多

く、一
節
旅
の
制
度
も、
と
れ
が
固
定
し
た
の
はー
そ
の
末
期
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
と
と
で
あ
ら
うo
然
し
と
れ
が
有
位
帯
官
の
故
を
以

、
て
疎
に
預
か
れ内
得
る
と
と
は、
や
は
り一
の
思
典
と
み
て
よ
い。

J

律

令官位制
に
於
け
る
階
級
性

烏
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一 一 一 フロ一 一 一 一
日領 領 領 領 領
正

一 一 一 一
四

8 屯
五

0 疋

五 月一

五二
疋 8 屯 6 疋 8 屯 0二疋 ノ

五
二 8 屯 20 疋 8 屯七0 疋

七
0屯 五疋 日

IE 
一 一 一 一 一 十月一
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屯0 
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五
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九
一 一 一 一 一 月一 一
』一一一ー．

七屯0 。。屯

一一

屯
。
。

五 九
屯。 屯。 。屯 日

十
一

〆 ー 一 一 一

屯8 � 疋

五 十月一 一

五疋
二
8 屯 6 疋 8屯 0 疋二 ． 

五 二
屯0
。 0 疋三 屯8 七疋 0 0屯 五疋

一
日

一 一’、 、
－ノ－＼－‘ 一一 五 t、－、－ 一 五 一

五

0疋 屯六0 六疋0
／

屯0四 0疋四領－ 0 屯O
五

0疋領
－ 屯六0 六0疋領二屯

0
0 疋

0
0
領二 8屯疋0

四

領二

律
令
官
位
制
に
於
け
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階
級
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五 四 －一一一

位 位 位

布綿 絡 布綿 総 布綿 施 布綿

、

一一 一一一 Jノ＼
］ 一一 五

屯0 疋四 屯。 六疋 屯0 五疋 ’屯0 

一
ー一一ー 五 冊

。
。屯屯。 屯。 屯。

一 一 一 －一一一
端 。端 五

副

0 端端

一一 一一一 五 。
。屯屯。 戸屯。 屯。

一
』一一ー 六 ..........., 

き屯0屯 疋四 屯。 六疋 0屯 五疋

一 一 五

端六
一

八屯O 八疋 0 端二 屯0二 疋
一
二 五端二 屯0二 三0疋 三0端 8 屯

I 

（

ニ
）上

来
は
主
と
し
て
経
済
的
危
面
に
つ
い
て
の
べ
た
が 、

次
に
身
分
的
社
会
的
な
特
権
に
つ
い
て
み

よ
う。
当
時
有
位
帯

官
者
に
な
る
と
と
は 、

そ
れ
に
よ
づ
て
上
来
の 守へ
た
如
き
経
済
的
た
恩
典
を
享
受
す
る
の
み
で
た
く 、

更
に
有
位
帯
官
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

（一ニ〉

身
分
的
特
権

て
、

そ
の
社
会
的
身
分
を
も
変
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

資
人
は 、

親
王
に
給
与
す
る
帳
内
と
共
に
ト

ネ
リ
と
訓
む。

官
人
個
人
の

警
衛
及
ひ
駆
使
の
た
め
に
給
せ
ら
れ
る
も
の
で

、

位
階
に
よ
ヲ
て
給
す
る
も
の
を
位
分
資
人 、

官
職
に
よ

っ
て
給
す
る
も
の’
を
職
分
資
人
と
い

／
律

令官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

訓
は
合
人
と
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

ω
費
人
事
力
の
給
与

一
五
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律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

ひ、
親
王
に
給
す
る
帳
内
と
併
せ
て
三
色’
資
人
と
い
ふ
延
喜
式
部
式。
ト
ネ
リ
は
古
く
書
記
に
も
し
ば
し
ば
見
え
て
ゐ
て、
b
w
園
の
古
語
で
射る
こ
と

は
朗
ら
か
で
あ
る
が、
そ
の
意
味
は
未
だ
首
肯
さ
れ
る
や
う
な
解
釈
カ
さ
れ
て
ゐ
な
い。

k
幻

影
蒜
宅

起
緊
瞬
忍
吟
允

議
設

論
説
裂
を
軍
防
令
の
規
定
に
よ
れ
ば、

〆
位
分
資
人
－
位一
O
O
人

二
位
八
O
人

三
位
六
O
人

四
位
四
O
人

一

六

正
五
位
二
五
人

従
五
位
二
O
人

女
減
宇

職
分
資
人

太
政
大
臣
三
O
O
人

左
右
大
恒
二
0
0
人

大
納
言一
O
O
人

斡
仕
減
宇

た
ほ
帳
内
に
は
六
位
以
下
の
子
及
び
庶
人
を
取
り、
資
人
に
は
八
位
以
上
の
子
を
取
る
を
得
令、
ま
た
帳
内
資
人
共
に
三
関
及
び
大
宰
府
部

内・
陸
奥
石
城
石
背
越
中
越
後
の
図
人
を
取
る
べ
か
ら
やノ
と
の
制
限
が
あ
る削
偶
防o
と
れ
は
ト
ネ
リ
が
警
衛
駆
使
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
で

屈
強
た
る
も
の
を
と
る
た
め
に、
と
れ
ら
辺
要
地
の
武
力
の
減
退
を
防
q
た
め
で
あ
る。
歓
誠一
一拐、必

一郎
鳩
町
一瑚
一鉱…
肱
一以
唱
初
、強固
事
実、

神
亀
五
年
（
A
D
七
二一〉
四
月、
諸
国
の
図
司
郡
司
が、
部
内
の
騎
射
相
撲
及
び旋回
力
者
を
以
て、
や
た
ら
に
玉
公
卿
相
の
宅
に
給
す
る
た

め
に、
朝
廷
が
必
要
と
し
て
さ
が
し
も
と
め
る
場
合
に
当
。
て、
誰
も
進
め
る
も
の
が
た
い
と
い
ふ
の
で、
か
や
う
た
圏
郡
司
の
罰
則
を
定
め

た
と
と
が
あ
る
端。志川町

た
苛と
と，
を
禁
じ
た
の
が
和
鍋
五
年
九
月
の
と
と
で
あ
り、
震
亀
二
年（
A
D
七
二ハ〉
六
月
に
は
王
臣
五
位
己
お
の
も
の
が、
散
位
六
位
巳
下
を

か
う
し
た
資
人
の
有
す
る
武
力
的
警
戒
は、
養
老
軍
防
令
に一不
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も、
一ニ
関
人
を
取
。
て
帳
内

資
家
に
充
て
ん
と
欲
す
る
者
は、
人
別
六

人官
下
は
ゆ
る
さ
れ、
養
老
三
年ハ
A
D
七一
九〉
十
二
月
に、
は
じ
め
て
外
六
位
内
外
初
位
及
び

動向六

等
の
子
年
二
十
以
上
の
者
を
以
て
位
分
資
人
と
な
し、
八
年
に一
替
せ
し
め
た
と
あ
る
闘
の
を
み
れ
ば、
大
貫
令
に
沿
い
て
は、
未
だ
と
の
保

、
項
は
見
ら
れ
た
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
かo
か
ゃ
う
た
保
項
を
必
要
と
す
る
程
に、
事
実、
か
う
し
た
脊
カ
す
ぐ
れ
た
も
の
を
資
人
と
し
て
駈

便
す
る
と
と
を
委
ね
ら
れ
た
官
人
は、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
位
不
相
応
の
社
会
的
地
位
を
誇
示
す
る
と
と
が
で
き
た
と
と
は、
察
す
る
に
難
く
た

ぃ。
犬
化
以
前
の
と
と
で
は
あ
る
が、
守
部
守
屋
の
滅
亡
の
と
き、
そ
の
資
人
捕
烏
部
高
が一
百
人
の
将
と
し
て
難
畿
姥
を
守
っ
て
奮
戦
し
た
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と
と
や

麟
蹴

崇、
壬
申
鋭
に一不
さ
れ
た
大
海
人
皇
子
の
舎
人
の
活
躍 、
或
は
大
津
皇
子
の
謀
叛
が
発
覚
し
た
と
き
帳
内
三
十
余
人
が
捕
へ
ら
れ

た
と
と
危
E
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
帳
内
資
人
の
武
力
的
性
格
は 、
令
制
以
後
と
れ
を
押
へ
る
た
め
の
各
種
の
制
限
が
加
へ
ら
れ
た
け
れ
ど
も 、
依

然
と
し
て
そ
の
遺
風
が
強
か
っ
た
と
と
は 、 ，
否
定
で
き
な
い。
高
葉
集巻＝一
に
天
平＝一
年
七
月

駄
納
言
大
伴
卿
（
O
旋
人）
の
嘉
り
し
時、
資
入
金
明
軍

が、
犬
馬
の
慕、
心
の
中
の
感
緒
に
勝へ
ず
し
て
作
め
る
歌
五
首
を
み
れ
ば、
資

の
主
と
の
聞
に、
銃
に
主
従
的
身
分
的
感
情

の
存
ずノる
の
を
み
と
め
る
と
と
が
で
き
る。

帳
内・
費
人
は 、
官
人
の
私
的
駈
使
に
ま
か
さ
れ
る
の
で 、
調
庸
一緒 、
何
れ
も
菟
除
さ
れ
る

側
役。

と
れ
は
そ
の
労
役
を
そ
の
主
に
供
す
る

た
め
の、
菟
除
で
あ
る
が 、
し
か
も

彼
等
自
身
も
亦
官
人
の
は
し
く
れ
で
あ
る。
従
っ
て
彼
等
も
亦
功
を
積
ん
で
考に
預
か
る
と
と
が
で
き
る。

選
絞
令
に
は 、

凡
綾
舎
人
・

史
生・
兵
衛
e

伴
部・
使
部
及
帳
内・
費
人 、
並
以
八
考
矯
限 、
八
考
中
進一
階 、
四
考
中
・

四
考上
進
二
階 、
八
考
上
進
三

階
級）

のに限 と
計令

、

み
考集神 ぇ
仲解重量
富士選五他

殺年吋「
考令格事芝
諜所 ヘ
令51�考円
慢の位始績

．喜三資違和
三人嘗神

謀哩K成外年
．」選位三
、J資月
帳今人甲

十子内而 .=b!. n--.

以後帝り
六外感惨
考五巧ヘ
篤位
隣会現

職霊安翠
分二績業
入依日位
τit'A 本分
伺存後資

犯人と之
あ、京煮
ると竺品。、,I,- ノYl:lle

朱る，年養
云り告竺
でで .JJー

は、突年
、八理士

帳考υー
内八｛康用
資年時曹
人を ．品
雄意制、
外味 、百

考す選奈
ぷき銭蛮
支E 全時
以朗
八ら帳雄
考かノ内然
篇で資資
限右人人
とるを孟

誕祭
V 年廻

そ 為麗

凡
帳
内
及
資
人 、
毎
年
本
主
量
其
行
能
功
過 、
立
三
等
考
第 、
協
勤
不
幌 、
清
廉
稀
主
食
上 、
蔵
承
合
意 、
産
業
不
怠
矯
中 、
好
請
私
服
数

有
侭
失
篤
下 、

と
あ
り
？

帳
内
費
人
上
日
二
百
日
に
精
た
ぬ
も
の
は 、
考
せ
、？
と
あ
る。
ま
た
選
銭
令
に 、
そ
の
才
文
武
の
貢
人
た
る
に
堪
ゆ
る
も
の
は 、
貢
拳

を
ゆ
る
さ
れ 、
得
第
す
れ
ば
内
位
に
絞
せ
ら
れ
る。
と
れ
に
よ
れ
ば
帳
内
資
人
は 、
外
位
の
家
か
ら
採
用
せ
ら
れ
る
と
と
宮 ー
原
則
と
し
た

律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

ペ一
七

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



λ 

律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

こ
と
が
わ
か
るo

畑

一ぷ
一匂
清
一概
一間
糟一
一叩

一綾
い

一紘
一一
時訪
問
肱…
駐
一機

内市
出
御

一躍一
転

向即時
一一

一九
佐

官
拍
手
岐
川八

紘一

一野

一語、一
翻
胤

一長

悦
地

一九
一一
ω

附
いい

湖一蹴
…械
は
町一
町
一恥
一流
実
而
も
儀
制
令
に、
帳
内
資
人
は
蔭
位
あ
る
も
の
で
も、
本
主
の
心
に
叶
は
ぬ
と
き
は、
校
罪
以
下
は

本
主
の
意
の
ま
L
に
決
罰
し
得
る
と
し、
ま
た、
費
人
帳
内
が
本
主
を
殺
し
た
罪
は
不
義
と
し
て
八
虐
の
中
に
加
へ、
最
も
重
き
罪
の
一
に
加

へ
て
ゐ
る
特
例。
情
意
的
ば
か
り
で
た
く、
法
律
的
に
も
か
怒
り
た
程
度
の
身
分
的
上
下
関
係
が
規
定
さ
れ
て
ゐ
るo

京
官
の
資
人
に
対
し
て、
外
宮
に
給
す
る
も
の
が
事
力
で
あ
る。
主
と
し
て
大
宰
府
の
官
人
及
び
諸
図
司
に
給
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
在

地
の
中
戸
以
上
の
戸
の
丁
を
と
っ
て、
課
役
を
菟
じ、
一
年
交
替
で
雑
役
に
あ
た
ら
せ
る
繍
佼o

資
人
が
官
人
で
あ
る
に
対
し
て、
と
れ
は
百

姓
の
箱
役
で
あ
る。
事
カ
は
常
に
地
方
官
の
職
国
で
あ
る
公
隣
国
と
共
に
存
廃
が
行
は
れ
て
ゐ
る
し、
前
に
の
べ
た
や
う
に
集
解
の
古
記
訟
に

も
図
司
公
隣
国
は
事
力
を
佼
し
て
作
る
と
あ
る
の
で、
他
の
雑
役
に
は
勿
論
で
は
あ
る
が、
職
同
耕
作
も
亦
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
と
と

が
知
れ
るo
コ一
代
格
六
大
同
三
年
二
月
五
日
官
符、
騒
停
畿
内
諸
園
事
力
事、
右
云
、々
換
令、
前
世
之
時
末
有
益
陣、
特
充
事
力
以
優
園
司、
天
平

，司
会

置
公
癖、
利
潤
己
給、
理
須
停
止、
延
暦
十
六
年
依
給
俸
料、
畿
内
事
力一
切
停
止、
至
子
廿
年
停
給
俸
料、
会
癖
事
力
並
依
奮
例、
優
厚
倍
重、

至
今
運
行、
但
畿
内
諸
園
近
接
都
下、
雄
事
調
倍、
無
職
庸
物、
比
於
他
圏、
良
以
矯
軽、
而
百
姓
困
解
未
期
家
給、
尋
其
所
由、
嘆
在
そ
の
佼
は一
般
百
姓

臨
時
差
料
繁
多
倍
丁
数
少、
今
図
司
等
公
癖
有
潤、
乗
蒙
轡
田、
望
藷
停
給
事
力、
支
用
雑
役、
然
則
公
途
得
捕、
私
門
無
乏、
と

に
比
べ
て
は
る
か
に
重
い
の
で
J
卒
安
時
代
の
初
め、
副
丁
囚
人
を
充
て
て、
そ
の
繕
分
稲
を
以
て
費
糧
に
充
て
た。

一論
調
博一
五
叶
一一
一向

第一
年

と
れ
に
よ
っ
て
事
力
は、
副
丁
の
絡
役
三
十
日
分
の
囚
人
百
二
十
日
分
と、
自
己
の
調
介
二
十
日
庸
分
十
日
繕
分
三
十
羽
と
合
せ
て
百
八
十
日

分、
即
ち一
年
の
半
分
は
相
殺
さ
れ
る
と
と
と
た
る。
然
し
残
り
の
百
八
十
日
分
は
事
カ
倒
有
の
負
担
と
た
る
わ
け
で
あ
るo
貞
親
六
年
五
月

百
姓
の
絡
役
を
二
十
日
比
改
め
た
の
で、
と
の
ひ
ら
き
は
袋
々
大
き
く
た
り、
二
百
三
十
日
と
怒
っ
た。
よ
っ
て
同
十
年
副
丁
を
六
人
と
し
た

担

議
事

群。
然
し
事
力
の
過
重
な
と
と
は
変
り
た
い
の
で、
因
幡
閣
や

譜

議

議

官
内
や
陸
奥
国
の
や
う
に一一一
州

議

臨

峰、

特
定
の
丁
を
事
力
に
充
て
る
こ
と
を
止
め
て、
各
丁
を
充
て
る
と
と
に
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た。
若
し
事
カ
の
主
が
事
力
の
労
役
を
不
要
と
し

、
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た
場

合に
は
h

月
三
十
交
の
銭
を
納
め
し
め

柑
脱

議
町一

年 、
副
丁
の
出
す
費
養
物
を
本
主
の
手
に
納
め
る
と
と 、
仕
丁
と
同
様
で
あ
っ
た。
軍

防
令
に
よ
れ
ば 、
給
せ
ら
れ
る
事
力
の
数
は 、

大
宰
府
官
人

大
京一
四
人

犬
監
・

少
監
・

大
判
事
各
六
人

大議
・

少
判
事・
大
典
・

防
人
正
・

主
神
・

歩
武一
O
人

帥
二
O
人

．
博
士
各
五
人

少
典
・

陰
陽
師
・

馨
師
・

少
ヱ
・

算
師
・

主
結
・

主
厨
・

防
人
佑
各
四
人

諸AP
史
三
人

史
生
二
人

国
司

大
図
守
八
人

下
園
守
・

大
上
園
捻
各
五
人

中
園
捻
・

大
ム
園
目
各
四 ．

上
園
守
・

大
圏
介
各
七
人

中
園
守
・

上
園
介
各
六
人一

入

中
下
園
目
各
三
人

史
生
二
人

制
刑
法
上
の
特
権

有
位
者
及
び
帯
官
者
は 、

罪
を
犯
し
た
場
合 、

そ
の
刑
罰
を一
般
の
人
よ
り
も
特
に
軽
減
す
る
法
が
あ
っ
た。

議
、減
・

請
減・
例
減・
蹟
罪
の
四
法
で
あ
る。

議
減
と
は 、
六
議
に
相
当
す
る
者
が
罪
を
犯
し

花 、
流
罪
以
下
の
罪
は
各一
等
を
減
じ 、

死
罪
に
当
る
と
き
は
勅
許
を
得
て
罪
を
議
し 、
判

決
も
亦
上
裁
を
仰
い
で
決
断
す
るo
六
議
は 、
一
議
親

一撮

諮

問誠
一一

壁

一誠
拭
槌

太
二
議
故

蹴

一鶴

一議
家
三
議
賢

寂

一癖

顎υ
四
議
能

謹

醸

惣

鐘
五
議

品
噺

議

験問

議謹
札

警

鰭

酢

哲一
六
議
貴

琵
で

＼
と
れ
に
相
応
す
る

き

筆
者
と
い
ひ 、

害
者

で
は
議
貴
の
三
位
以
上
の
者
が
と
れ
に
預
か
る

儲
例。

請
減
と
は 、
鷹
議
者
の
祖
父
母
・

父
母
・

伯
叔
父
姑・
兄
弟
姉
妹・
妻
子
・

姪
孫 、
又
は
四
位・
五
句と
勲一
等
以
下
四
等
以
よ
の
者
を
鷹
請

者
と
い
ひ 、
死
罪
を
犯
し
た
場
合
は 、
罪
放
及
び
断
罪
を
上
奏
し
て
勅
許
を
請
ひ 、
嶋
崎

一鰐

一常
と

流
罪
以
下
は
膝
現職
者
と
同
じ
く一

等
を

減
宇
る。

特
例一

例
減
と
は 、
六
位・
七
位
・

動
五
等
・

動
六
等
句
人
と 、
鹿
請
者
の
官
位
勲
等
の
者

一球
団
帥

語一
闘
争

の
祖
父
母
・

父
母
・

妻
子
・

孫
と
が 、
流

一
九

律

令官
位
制
に
於
け
る
階
級
性
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律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

二

O

罪
以
下
の
罪
を
犯
し
た
時
は
、

例
と
し
て
一

等
を
減
じ
、

遠
・

中
・

近
の
三
流
は
何
れ
も
杖
一

百
と
し
、

杖
一

百
は
九
十、

九
十
は
八
十
と
す

る
。

と
の
資
格
あ
る
者
を
臆
減
者
と
い
ふ
。

晴朗
罪
と
は
、

銅
を
以
て
罪
を
噴
ふ
も
の
で
あ
る
が
、

融制
七
等
以
下
十
二
等
以
ム
の
人、

臆
減
者
の
官
位
勲
位
者
の
父
母
妻
子
に
し
て
流
罪
以
下
の
罪
を
犯
し
た
と
き
に
、

蹟
罪
す
る
乙
と
が
み
と
め

と
の
方
法
は
誰
で
も
勝
手
に
で
き
る
わ
け
で
は
紅
く、

藤
議
者
・

庭
請
者
及
び
八
位
・

ら
れ
る
。

名
例
律
に
よ
れ
ば、

苔
罪

答
一

O
は
晴樹
鍋
一

斤

答
二
O
は
暖
銅
二
斤

答
四
O
は
噴
銅
四
斤

答
五
O
は
晴樹
銅
五
斤

答一
ニ
O
は
蹟
銅
三
斤

杖
八
O
は
蹟
銅
八
斤

杖
九
O
は
嬢
銅
九
斤

杖
一

O
O
は
晴樹
銅
一

O
斤

杖
罪
五

杖
六
O
は
積
銅
六
斤

杖
七
O
は
蹟
鍋
七
斤

徒
罪
五
、

徒
一

年
は
蹟
銅
二
O
斤

徒
一

年
宇
は
噴
銅一
ニ
O
斤

徒
二
年
は
蹟
銅
四
O
斤

徒
二
年
半
は
蹟
銅
五
O
斤

徒
三
年
は
蹟
銅
六

。
斤

流
罪
三

近
流
は
噴
銅
一

O
O
斤

遠
流
は
瞬間
鍋
一

四
O
斤

中
流
は
瞬間
銅

二
一
O
斤

事E
罪

絞
斬
二
死
各
二
O
O
斤

か
や
う
に
有
位
者
に
は
、

位
の
高
下
に
よ
っ
て
罪
の
判
決
そ
の
も
の
す
ら
通
常
人
よ
り
減
刑
さ
れ
る
特
権
を
有
し
て
ゐ
た
上
に、

更
に
有
位

脅
官
者
に
の
み
遁
用
さ
れ
る
特
殊
た
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
。

官
営
・

発
所
居
官
・

菟
官
・

除
名
の
囚
刑
で
あ
る
。

官
官
と
は
、

墳
の
一

種
で
、

徒
刑
の
罪
を
犯
し
た
と
き、

官
ー
ー
と
の
官
は
位
階
及
び
勲
位
で
あ
る
i
を
以
℃
腫
ふ
方
法
で
あ
る
。

即
ち、

四
口

以
上
の
親
王
及
び
三
位
以
上
・

動
二
等
以
上
の
者
は
、

六
位
以
下
八
位
以
上
及
び
動
七
等
以
下
十
二
等
以
上
は
一

年
に
当
て
て
減
免
す
る
。

一

官
を
以
て
徒
三
年
に
あ
て
、

四
位
五
位
及
び
勲
三
等
以
下
六
等
以
上
は
二
年
に
あ
て
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公
盟怖
の
場
合
は
更
に
各一
年
を
加
へ
るo
官
位
と
動
位
と
を
併
せ
も
う
も
の
は、
ま
づ
官
位
を
先
き
に
す
るo
官
ι
を
反
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら、
官
位
相
当
官
も
当
然
解
任
と
怒
るo
元
来
と
の
官
営
は、
徒
罪
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が、
流
罪
も
徒
四
年
に
換
算
し
て
と
の
法
を
遁

用
す
る
と
と
が
許
さ
れ
る。

菟
所
居
官
は、
現
在
最
び
て
ゐ
る
一
点目
（
位
階〉
の
み
を
菟
や
る
も
の
で、
動
位
は
適
用
さ
れ
な
い。
一
官
を一
年
に
比
す
るー
と
の
法
の
遁

用
さ
れ
る
罪
は、

イ
i

祖
父
母
父
母
老
疾
し
て
侍
す
る
者
も
泣
い
の
に、
親
を
す
て
L
官
に
赴
く
罪。
職
制
律
に、
凡
祖
父
母
父
母
老
疾
無
侍、
委
親
之
官、
即
妄
増
年

賦）
以
求
入
侍、
杖一
百、
と
あ
り、
疏
文
に、
祖
父
母
父
母
老

手

議

諸

説

話蘇常

識訣

動議政

麗輪、

伽嬉藷惣一明点

鍾

報
開
味
入

て
父
母
の
喪
に
あ
り
て
子
を
生
む

罪
l

散
酌
鉱
閉
均一

一程一
脇
町一

昨紘

一都
十
傭
唱
伸
一崎
一時
比一
ハ
、
同
じ
く
喪
中
に
妾
を
妻
る
罪。
貯
一概
尚一
通
報
k
f
um

一誠一

一誠

一環（
而

一一
、
同

じ
く
喪
中
に
兄
弟
別
籍
異
財
の
罪

一鶴

欝…。

以
上
の
四
罪
に
限
るo

発
官
は、
位
階
と
勲
位
と
両
方
を
解
い
て、
徒
二
年
に
あ
て
るo
と
の
法
の！
適
用
さ
れ
る
罪
は、

ィ、
他
の
妻
妾
を
姦
せ
る
罪o

謙
律
遁
文

、

凡
姦

者
徒一
年、、
有
夫
者
喰
ニ

ロ
、
徒
以
上
の
盗
を
犯
せ
る
罪。

徒
以
上
の
盗
は
色
々
あ
るo
賊
盗
律
に、
凡
盗
禁
兵
器
者
徒一
年
宇、
琴
具
袋
者
二
年
宇。
凡

年、
強
者
各
加一
等

盗
官
私
馬
牛
而
殺
者
徒
二
年
宇。
凡
籍
盗
不
得
財
答
五
十
云
、々
五
端
徒一
年、
五
十
端
加

ir

設
叩」
ハ
、
人
を
略
せ
る
罪。

鐸
繁
一十

講

義
理
臥
十
繍
誠

一碍

品
一色
調
味
一一
、
法
を
桓
げ
ざ
れ
ど
も
財
を
受
け
し
罪。
臓

謹

詐

44臥引

但謀

議一
雌
一棚

一許
可
鵬一

一龍一野市守
ド
以
抗

心
麟
嶋
一閣
時〈

…供
一九

山誠

一明暗
一し
ん朋
献

体計ふ
繍

，F
均一
いノ

山口調

一F

JF
咋

ホ、
流
徒
の

罪
を
犯
し
て、
罪
扶
決
定
後
逃
走
せ
石
罪。
へ
、
祖
父
母
父
母
が
死
罪
を
犯
し
て
囚
禁
せ
ら
れ
た
る
に
梁
を
成
せ
る
罪。
職
制
律
に、
若
班
父
摘

父
母
及
夫
1

犯
死
罪
被

翻
棟一
課…
喋
ト、
同
じ
く
嫁
妻
せ
る
罪。
一
説
唯一
鴇

ぷ
炉
断
唯一
首
縦割一

議一北京一判
誠一
議
レ
切
の
七
罪
で
あ
る。

4f

除
名
は、
官
人
の
籍
を
除
き、
出
身
以
前、
の
身
分
に
か
へ
す
を
い
ひ、
徒
三
年
に
あ
て
るo
そ
の
適
用
さ
れ
る
罪
は、

イ
ー

八
虐
。

賊
盗
律

に、
凡

律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

－

＜
－『
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律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

謀
反
及
大
活
者
皆
斬 、
共
謀
大
逆
者
絞 、
謀
鼓
大
枇
者
徒一
年 、
頭
者
逮
流。
凡
謀
叛
者
絞 、
己
上
道
者
皆
斬。
凡
謀
殺
祖
父
母
々
一々
外
祖
父
母
夫
夫
之
祖
父
母

交
母
者
皆
斬 、
嫡
母
纏
母
伯
即
父
母
姑
兄
姉
者
宙
流 、
巴
傷
者
絞
（
O
以
上
悪
逝・
不
謹）
凡
殺一
家
非
死
罪コ一
人
及
支
解
入
者
皆
斬 。
凡
豊田
最
毒
及一
雲市
者

一
都

品
範
組
側
議

殻
輪
開
鋪
概
観
r
w

議
臥
僻
引
齢
制
服

議

腔
時一

畑山科臨紙
撤
補

語

常

事

転
輔

議

当

常
肌
制
側
駐

韓

食
禁
者 、
奥
膳
徒
主
年。
凡
御
幸
舟
般
誤
不
牢
固
者 、
工
匠
徒コ一
年。
凡
指
斥
乗
輿
情
理
切
害
者
斬 、
邸内
埠
詔
使
而
無
人
臣
之
檀
者
絞。
（
以
上
大
不
敬）
同
律

に 、
凡開閉
知一時
之
喪 、
匿
不
墾ロ訳
者
徒
二
年 、
喪
服
末
終
韓
服
従
吉 、
若
忘
喪
作
紫
徒一
年
宇。
戸
婚
律
逸
文
に 、
凡
祖
父
母
父
母
在一冊
子
孫
別
籍軍内
財
者 、
徒

二
年 。
関
訟
律
逸
文
に 、
凡白馬
言
組
父
母
父
母
者
徒
三
年。
（
以
上
不
孝）
賊
盗
律
に 、
凡
謀
殺
詔
使
若
本
主
本
園
守 、
及

て
故山又
闘
競
に
よ
ら
ざ
る
殺
人

吏
卒
謀
殺
本
部
五
位
以
上
官
長
徒
三
年 、
巳
傷
者
逮
流 、
殺
者
皆
斬

O

（
不
義）
と
吾
h
v

o

何
れ
も
八
虐
の
罪
で
あ
る 。

－
古
手

で 、
謀
殺
の
殺
人
も
亦

敗
一郡
部

一鉱
山同

盟
一昨

詐
刈

謀

議
いJ

明〕

ゆ川

崎d

v…

町議
ト
縁
切

ハ
、

墓地
の
縁
－坐

肌

銃

一誤
報

玄
ω

品

議

龍

一説
酌
一旭

町唯

一続
十
刊一

同
異。
凡
繰
坐
非
同
居
者 、
費
財
田
宅 、
不
在
漫
限 、
雄
同
居
非

以
上
三
罪
は
獄
成
り
て
後
は 、
大
赦
に
会
ふ
と
雄
も
た
ほ
除
名
す
るO
品

、
監
臨

繰
坐
及
験
坐
人
子 、
騒
免
流
者 、
各
准
分
法
留
還 、
と
あ
る 。

主
守

の
人
が 、
そ
の
監
守
す
る
所
に
沿
い
て
姦
〈
良
人
の
妻
妾
を
犯
す〉

中川

一昭一

一熟

語択一

号

手
掛

唯一手
輔
唯一

百
一件

翠綿一
唯

一羽
織
対

崎一純

一完
盗
（
三
端）・
略
人
・

財
を
受
け
て
法
を
柾
ぐ
（
柾
法
の
一

端
、を
い
ふ）

一向

型一
王
山町

一唯
一九

官一二
世
糊
一削

百
一均

一計七
尺

罪
、を
犯
し
た

も
の
は 、
除
名
さ
れ
るo
但 、
獄
成
り
て
赦
に
会
へ
ば 、
菟
所
居
官
に
処
す
るo
ホ 、
主〈
の
他
雑
犯
の
死
罪
を
犯
し 、

禁
獄
中
に
死
せ
し
者 、

叉
は
死
を
免
じ
て
流
徒
に
配
せ
ら
れ
た
も
の 、
死
罪
を
犯
し
禁
を
背
い
て
逃
亡
し
た
者
も
除
名
す
るo
但
し
赦
に
会
へ
ば 、
官
営
或
は
晴樹
罪
の

法
に
従
っ
て
減
免
さ
れ
る。

か
や
う
に
官
人
は 、
色
々
危
方
法
に
よ
っ
て 、
罪
を
犯
じ
て
も 、
そ
の
罰
は
常
人
よ
り
も
数
等
軽
減
さ
れ
る
と
と
が
で
き
たo
而
も
官
営
以

下
の
法
に
上
っ
て
官
位
を
庇
さ
れ ‘
或
は
失
っ
た
も
の
も 、
官
当
及
び
発
所
居
官
で
は一
年
後
（
即
ち
二
年
目）
に
は 、
本
位
の
一
階
下
の
位

に
復
し 、
発
官
は
三
年
後
（
即
ち
四
年
目〉

昭
二
階
下
の
位
に
復
し 、
除
名
は
六
年
後
（
即
ち
七
年
目）
に
沿
い
て 、
三
位
以
ム
は
勅
裁
に
よ

っ
て
本
位
に
復
し 、
五
四
位
は
従
七
位
下 、
従
四
位
は
正
八
位
上 、
正
五
位
は
正
八
位
下 、
従
五
位
は
従
八
位
上 、
六一
位・
七
位
は
大
初
位

上 川
八
位・
初
位
は
歩
初
位
下
に
復
し
た。
即
ち
罪
に
よ
っ
て
官
人
た
る
の
地

位
を
逗
は
れ
て
も 、
一
定
年
後
に
は
再
び
官
人
の
地
位
に
復
す
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（／＼） る
d と

課 と
役 が
兎 で
除 ・

完
の
‘で
あ
る
。

，F
 

課
役
と
は 、
賦
役
令
義
解
に 、
「
課
者
調
及
副
物
田
租
之
類 、
佼
者
庸
及
雑
繕
之
類」
と
あ
っ
て 、
租
庸
調
絡
の
全
部
を
含

む
と
解
し
て
ゐ
る
が、

同
僚
の
集
解
に 、
「
他
候
田
租
亦
得
得
課
以
不 、
答 、
唯
矯
蛍
保
生
女 、
不
渉
令
内
通
例 、
仮
如 、
三
位
以
ム
父
組
兄

弟
雄
発
課
役 、
不
可
発
租
之
類
也」
と
あ
る
如
く 、
令
制
で
租
を
も
課
の
中
に
含
ま
せ
る
の
は
特
例
で、
租
は
土
地
に
諜
は
人
に

仁
そ
れ
ぞ
れ

の
対
象
を
異
に
し 、

謀
役
と
い
ふ
場
合
は 、
租
を
含
ま
た
い
の
が
通
例
で、
課
役
に
服
し
た
い
日

免
除
さ
れ
た
も
の
を
不
課
と
い
ふ。
戸
令
の

戸
主
僚
に

？
木
課
と
は 、
皇
親
・

八
位
以
上
の
有
位
者・
男
年
十
六
以
下
・

蔭
子
・

者
ハ
六
十
六
歳
以
上）
・

療
疾
〈
嬢
・

症
・

株
儒
・

腰
背

‘
 

部W・
一
支
療〉
・

篤
疾
（
二
支
療
・

両
目
富〉
・

妻
・

妾
・

女
・

家
人
・

奴
縛
を
い
ふ
と
あ
り 、

蔭
子
は 、
賦
役
令
に 、
三
位
以
上
の
者
の
父
組

・
兄
弟
・

子
・

孫 、
及
び
五
位
以
上
の
者
の
父
と
子
は 、
並
び
に
謀
佼
を
菟
除
せ
よ
と
あ
る
も
の
で
あ
る。
と
の
謀
役
菟
除
は 、
有
位
者
で
は

八
位
以
上
の
者
と
た
わJ
て
ゐ
る
が、
賦
役
令
に
よ
る
と、

\/ 

課
役
菟
除

舎
人

史
生

粋
部

兵
衛

衛
士

仕
丁

防
人

帳
内

費
人

事
力
駅
長

熔
長

動
位
八
等

内
外
初
位
の
長
上

以
上

雑
戸

陵
戸

品
部

徒
人
在
役
者

絡
役
〈
庸
と
雑
徳〉
菟
除

大
毅
以
下
兵
士
以
上

牧
長
候

駅
子

峰
子

牧
子

園
拳
博
士

欝
師

諸
皐
生

侍
丁

主
政

主
帳

旦
長

得
第
未
紋
の
貢
奉
人

初
位

残
疾
（一
目
盲
・

両
耳
聾
・

手
無
二
指
・

足
無
三
指
・

手
足
無
大
揖
指
・

禿
窮

融制
位
丸
等
以
下

無
愛
・

久
漏
・

下
重
・

大
痩
窪）

雑
格
発
除

坊
長

僚
長

と
た
っ
て
ゐ
る。
か
や
う
に
課
佼
菟
除
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
が、
と
れ
に
は 、
①
圏一
郡
司
に
よ
っ
て
徴
せ
ら
れ
る
正
規
の
課
役
は
兎
除
さ
れ

～
律

令官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

.‘
.. 
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律

令官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

二
四

て
ゐ
る
が 、
そ
の
代
り
に
他
の
方
面
で
課
役
に
代
る・ 、
時
に
は
課
佼
以
上
の
労
役
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
l

衛
士
仕
丁
防
人
資
人
使
部
徒
人

在
役
者
及
ど
［

②
職
務
遂
行
の
代
償
又
は
恩
典
と
し
て
謀
役
を
免
除
さ
れ
る
も
の
l

有
位
者
・

下
級
の
職
事
官
・

旦
長
・

坊
長
の
如
き
も
の

と 、
③
課
佼
負
担
能
力
が
た
い
た
め
に
兎
除
さ
れ
る
も
の
l

老
幼
女
不
具
者
の
三
種
が
あ
るo
①
の
場
合
は 、
必
や
し
も
本
人
に
と
っ
て
の
恩

典
で
は
た
く 、

却
っ
て
奈
良
時
代
に
仕
丁
や
衛
士
の
逃
亡
が
相
当
行
は
れ
た
と
と
に
よ
ο
て 、
そ
の
者
自
身
に
と
っ
て
苦
痛
で
あ
っ
た
と
と
は

明
ら
か
で
あ
り 、
と
れ
を
恩
典
と
感
じ 、

他
よ
り

特
権
観
さ
れ
た
の
は
②
P
人
々
で
あ
っ
た。

官
位
に
伴
ふ
特
典
が 、
ひ
と
り

有
位
帯
官
者
自
身
の
み
院
と
ど
ま
ら
た
か
っ
た
こ
と
は 、
上
来
の
べ
た
と

有
位
者
の
家
族
に
及
ぶ
特
典

と
ろ
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る。
刑
法
上
に
もや
い
て 、
庭
請
者
に
は
藤
議
者
の
祖
父
母
・

父
母
・

伯
叔
父
姑
・

兄

弟姉
妹 ！．

妻
子
・

姪
孫

が
加
へ
ら
れ］
鷹
減
者
に
は 、
庭
誇
官
人
の
祖
父
母
・

父
母
・

妻
子
・

孫
が 、

晴樹
銅
者
に
は 、

臆
減
者
の
父
母
・

妻
子
が
加
へ
ら
れ
て 、

そ
れ

ー
ぞ
れ
そ
の
思
典
に
預
か
り

得
た。
と
の
外 、
有
位
者
の
子
及
び
孫
は
父
組
の
位
階
に
応
じ
て 、
二
十一
歳
に
達
す
れ
ば 、
園
家
試
験
を
経
宇
に

位
に
つ
く

叱
と
が
で
き
たo
い
わ
ゆ
る
蔭
位
の
制
で
あ
り 、
と
の
資
格
を
も
う
も
の
が
蔭
子
・

蔭
孫
で
あ
り 、

伊〈
組
の
位
階
と
蔭
位
と
の
関
係

は ．
弐
の
如
く
で
あ
る。

府人
組
の
位
階

嫡
子

庶
孫

庶
子

嫡
孫

位

従
五
位
下

正
六
位
上

正
六
位
上

正
六
位
下

位

正
六
位
下

従
六
位
上

符
六
位
上

従
六
位
下

位

従山ハ
位
上

従
六
位
下

五
七
位
上

従
六
位
下

正
四

位

正
七
位
下

従
七
位
上

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



従
四
位

役
七
位
上

役七
位
下

総
八
位
上

稔
八
位
下

正
五
位

正
八
位
下

符
五
位

符
八
位
上

最
初
に
の
べ
た
如
く 、

位
に
り
く
と
と
は
官
に
つ
く
資
格
者
と
た
る
と
と
で
あ
り 、
と
れ
を
出
身
と
い
ふ。
蔭
位
、泣
き
者
が
出
身
す
る
に

は 、
先
づ
大
串
に
入
ら
ね
ば
た
ら
た
い
。

犬
皐
の
学
生
は
五
位
以
上
の
も
の
の
子
弟
及
び
東
西
史
部
の
子
の
十
三
以
上
十
六
以
下
の
聴
令
な
る

八
位
以
上
の
子
も

志
願
す
る
者
は 、
と
れ
を
許
し
た。
即
ち
官
吏
の
資
格
を
得
べ
き

者
を
と
っ
て
式
部
が
補
し

（
学
生
も

判
任
官
で
あ
る〉 、

た
め
の
大
皐
も
官
人
の
独
占
す
る
と
と
ろ
で
あ
り 、

庶
民
に
対
し
て
は 、
先
づ
地
方
の
園
事
で
学
び 、
然
る
後
貢
拳
に
よ
っ
て
大
皐
に
入
学
を

許
さ
れ
る
と
い
ふ
道
の
み
で
あ
り 、

而
も
園
皐
は
先
づ
郡
司
の
子
弟
を
と
っ
て
余
猶
が
あ
れ
ば 、

庶
民
を
と
る
と
い
ふ
D
で
あ
っ
たo
大
事
。

過
程
を
終
了
し
て
官
途
に

つ
か
う
と
す
る
者
は 、
周
易
倫
書
周
躍
儀
鵡
膿
記
毛
詩
春
秩
左
氏
倖
孝
経
論
語
の
中
。
二
経
以
上
に
遇
、ヂ
る
と
と
を

要
し、
大
拳
寮
に
告
い
て
大
義
十
僚
を
試
問
さ
れ 、
八
以
上
に
議一
守
れ
ば
太
政
官
に
貢
奉
せ
ら
れ 、
と
tA

で
更
に
園
家
試
験
を
う
け
る
o

と
の

試
験
ーに
は 、
秀
才
明
経
進
士
明
法
の
四
科
目
が
あ
り 、

採
点
に
は
上
々
第
上
中
第
甲
第
乙
第
の
匹
級
が
あ
り 、

縛

上
々
第

上
中
第

第

甲

秀

才

正
八
位
上

正
八
位
下

従
八
位
上

明

経

正
八
位
で

進

士

従
八
位
下、

大
初
位
上

明

法

大
初
位
上

大
初
位
下

か
や
う
怠
数
段
に
わ
た
る
試
験
を
経
て
も 、

最
高
正
八
位
上
で
五
位
の
蔭
子
の
わ
や
か
一
階
土
の
位
に
殺・
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
た
い
o

蔭
子
蔭

樟

令官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

二

五
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律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性

一
一

六

孫
が
何
を
好
ん
で
か
か
る
困
難
た
道
を
え
ら
ぼ
うo

奈
良
時
代
初
期
大
串
が
不
振
を
極
め
た
の
は
当
然
で
あ
るo
蔭
位
の
恩
典
の
な
い
六
位
以
下

の
子
弟
は
と
の
門
を
遁
ら
ね

哨
q

V
4
一純
一齢
制

、
鮫
肌
勤続
可
孔

鮮品
一鞘

丸
一都
駄
がい

な均一
一概

思議

運
%
と
れ
に
対
し
て 、
慶信一
三
年
一に
は 、
蔭
位
の
も
の
が
出
身
す

る
に
は 、
大
皐
の
貢
奉
か
別
勅
の
処
分
が
怠
け
れ
ば 、
選
考
に
加
へ
ら
れ
た
い
と
と
と
し 、
天
卒
十一
年
に
は 、
蔭
子
蔭
孫
は
年
齢
の
如
何
に

抱
は
ら
や 、
皆
大
島唱
しに
入
学
せ
し
め
る
と
と
と
し

党
繍。
か
う
し
た
制
限
が
加
へ
ら
れ
る
と
と
ろ
に 、
と
の
蔭
位
に
よ
る
恩
典
が 、
如
何

・に
官

人
の
家
族
に
安
易
た
道
を
開
い
た
か
が
う
か
ピ
は
れ
み
の
で
あ
る。

ハ
一
－
一

）

官
位
に
告
け
る
階
級
性
の一
は 、
官
位
そ
れ
自
身
の
内
に
含
む
階
級
性
が
あ
り 、
と
の
問
題
は 、
三
位
以
上
を
貴
と
い
ひ
名
例

鮮 、

五
位

明

／

大
議
i

上
を
遁
貴
と
い
。
て
同
五
位
以、

他
の
位
階
と
区
別
し 、
そ
の
待
遇
を
明
瞭
に
差
別
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
に
意
識
さ
れ
て
ゐ
る
貴・
遁
貴
以
外
の
も

上
妾
僚

・，
‘

の
を 、
筆
者
は
仮

は

ほ出訪
れよ
ぶo

律
令
制
に

たい
て
と
の
三
つ
の
差
別
待
遇
を
具
体
的
に 、
上
来
砕地
べ
た
と
と
ろ
に
よ
う
て一
不せ
ば 、

非
遁
貴

職

国
一
位

封

封
一
位
分
資
人

職
分
資
人

有有有｜子

宥有 1-;-i
’田

「
｜

職

貴

有

有

有

有

有

遁

，
貴

有

職
田
敬
封
職
分
資
人
は、
何
れ
も
大
納
言
以
上 、

即
ち
E＝一
位
以
上
に
限
ら
れ
て
ゐ
る 。

ま
た
そ
の
親
族
に
及
ぷ
恩
典
は 、
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室貴 温貴

貴

誠

罪 罪
獄佼
課
免 減

罪
佼免課 父 一

等
誠 誠 減 親

母
罪 罪 罪

被
罪

滅
罪

課
伎免

位
蔭

罪

誠
役免

課
子

母夫子・・ 母父養

父

・

減 誠 減

罪 罪 罪

罪
減

獄罪蔭
位

役免謀
一

孫 等

減 減
揮役免謀

組
親

罪 父 妹夫・組父母

減 r且 の・

罪 罪 母
父
母母嫡

誠
罪

免課役 兄

妻姪妾孫
・

・．淑姑極母イ究・白
弟

減 姉

罪 妹 －・
、誠

姪 子婦の兄弟姉
罪

減 イ叔父白
罪

減 イ叔妨白
圃

罪

か
や

う

た
段
階
的
た
待
遇

の

相
違

は

、

草
た

る

職
階
的
た

る

も
の

で

は

た
く

、

貴
・

通
貴
た

る

言
葉
に
よ

っ

て

示
さ
れ

て

ゐ

る

如
く 、
明

ら

か
に
身
分
的
段
階
を
設
定
し

た

も
の

で

あ

る

。

と

の

と

と

は

更

に

家

令の

制
度

に

も

う

か

が
は

れ

る

。

家
令

は

唐令 の
太

子

家

令
寺

に

則
っ

た

も
の

と

い

は

れ

る

が

、

唐

令

で

は

太

子

家

の

み

に

限

ら

れ

て

ゐ

た

が

1

わ

が国

で

は
有
品親王

以

下

職
事
の 三

位
ハ

即

ち

大

納

言

以

上
）

に

及

ん

だ

o

そ

の

組
織

は

一

味
、

従 軍 二 一

ー＝コ‘ 』＝ーコ？

位 位 位 位
、

司。

・・・・・・4・ ・－・－・圃．． ．開園圃圃・4・ －ーー・・・4・

下位
人

従七位上
人

従七位上
人

従六 下位
人

五従 位 当相

一 扶

I 、 I 位上入従六
上同

大一

従
従

一 位上人七従
上同

一

人
一一一

下位 八IE ← 少

位下人七従
従
上同

一 一

書吏 書吏
位上

人

F却 下位
人

者八t 

大
書吏

上向
一

人 人

下位 初少 下位 初少 一
書吏
少

位上
人

初少 位上J人初大 上同

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



律
令官
位
舗
に
於
ゆ
る
階
絞
性 ，

で
あ
っ
て
令
は
カ
ミ
J

扶
は
ス
ケ 、
絡
は
マ
ヲ
リ
コ
ト
ヒ
ト 、

害
吏
は
サ
ウ
カ
Y
E
訓
ん
で
四
隼
官 一
制
を
と
り 、

家
令
は
家
事
を
惣
知
す
る

と
を
掌
り 、

扶
は
家
令
に
同
じ
く 、

大
従・
歩
従
は
家
事
を
検
校
し 、
童日
吏
は
女
書
の
事
を
掌
る。
そ
れ
ぞ
れ
相
当
位
も
定
め
ら
れ
て
i

＼ 

一
一

λ

位

の
令
の
従
五
位
下
は 、
諸
陵
頭
又
は
上
園
の
守
に
ひ
と
し
く 、

二
位
の
令
従
六
位
上
は
諸
司
正
又
は
下
園
の
守
に
相
当
す
る
地
位
に
あ
る
の

で
あ
っ
て 、
と
れ
を
長
官
と
す
る
四
等
官
制
の
官
街
は 、
正
し
く

上
園
又
は
下
圏 、
或
は
寮
司
に
比
べ
得
る
権
威
を
構
成
す
る
こ
と
と
怒
る。

家
令
は
年
毎
に
本
主
が
諸
司
の
考
法
に
准
じ
て
考
を
立
て
て
式
部
省
に
申
告
す
る
の
で
あ
っ
て 、
と
L
に

「
貴」
家
は 、
封
戸
よ
り

上
番
す
る
仕
丁 、
給
せ
ら
れ
た
資
人
及
び
と
の
家
令
を
擁
し
て 、
諸
大
怠
所
属
職
員
を
包
容
し
て
と
、
L
に
私
的
た

而
も
考
課
令
の
規
定
に
よ
れ
ば 、

政
庁
を
も
っ
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
る。
と
の
令
制
の
家
令
の
組
織
は 、
平
安
中
期
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
撮
関
大
臣
家
の
政
所
組
織
と
変
じ
て、

撮
関
政
治
の
政
庁
的
機
関
と
た
っ
た。

‘
か
う
し
て 、

①
「
貴」
人
は 、
「
遁
貴」
人
た
る
五
位
は
勿
論 、
非
遁
貴
の
六
位
以
下
の
官
人
を
私
吏
と
す
る
と
と
に
よ
っ
て 、
「
貴
人」
と
「
通
貴」
と
の

聞
が 、
車
怒
る
職
階
的
段
階
に
非
ざ
る
と
と
を
示
し 、

a

竜也事

②
「
貴」
人
の
蔭
が 、
律
を
も
含
め
て
二
等
親
に
ま
で
及
び 、
「
貴何
人
の
身
分
的
地
位
が
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
有
効
と
もな
り 、
蔭
位
の
制

に
よ
っ
て
官
僚
世
襲
の
風
を
促
し
て 、
「
貴」
た
る
社
会
的
身
分
唐
古
醸
成
す
る
可
能
性
を
含
む。

元
来 、
大
化
以
降
の
対
氏
族
政
策
に
は 、
そ
の
政
治
的
機
能
の
否
定
と 、
そ
の
祉
会
的
機
能
の
肯
定
と
に一
貫
さ
れ
て
ゐ
た
と
と
は 、
嘗
て

論
じ
た
如
く
で
あ
る

丸
一舗
伊
間
基
一調

理紅
白人
0

然
し
氏
族
の
祉
会
的
機
能
の
肯

山一会
進
ん
で 、・
天
皇・
皇
親・
准
皇
親・
非
皇
親
の

持
底

的
秩
序
が
確
立
す
る
と
共
に 、
再
び

氏
族
と
政
治
と
の
抱
合
が
復
活
し
は
じ
め
ら

れ
た
の
で
あ
るo
も
と
も
と
位
指
は 、
個
人
の
功
品刀
に

対
し
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て
与
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
栄
誉
の
標
識
で
あ
旬、
そ
の
上
下
は
宮
廷
に
於
け
る
個
人
の
序
列
を一不
す
も
の
で
あ
り、
位
階
そ
の
も
の
に

何
ち
の
政
治
的
権
能
乃
至
は
職
能
を
附
随
し
て
は
ゐ
た
い。
近
江
令
の
位
階
の
制
に、
内・
外
の
別
が
あ
り、
と
れ
が
唐
の
官
の
上
下
に
よ
れJ

て
区
別
さ
れ
る
流
外・
流
内
の
制
に
そ
の
源
を
発
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が、
近
江
令
の
内
・
外
は
と
れ
が
氏
姓
の
隼
卑
に
よ
O
て
区
別
せ

ら
れ
た
も
の
ら
し
く
推
測
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
に、
そ
の
第一
歩
が
あ
っ
た。
近
江
令
で
は、
織・
縫・
紫・
錦・
山・
乙・
建
の
各
大
小
上
中

下
の
位
階
が
あ
っ
た
が、
残
さ
れ
た
る
実
例
に
よ
れ
ば、
大
紫
位
以
下
に
内
位・
外
位
の
別
が
み
と
め
ら
れ、
と
L
に
位
階
と
枇
会
階
居
と
し

て
の
氏
姓
と
が
結
び
つ
く
契
機
が
あ
っ
た。
と
の
傾
向
は、
氏
姓
制
の
社
会
的
序
列
の
固
定
化
と
と
も
に
い
よ
い
よ
す
i
み、
天
武
五
年
ハ
A

D
六
七
七）
四
月
に
は、
畿
外
の
人
の
任
官
を
希
望
す
る
も
の
は
臣
濯
倖
造
園
迭
の
子
は
無
保
件
に
て
許
し、
庶
人
は
そ
の
才
能
の
す
ぐ
れ
た

る
も
の
の
み
を
聴
せ
と
定
め、
天
武
十
年
八
月
に
は、
官
人
の
詮
考
に
は
族
姓
及
び
景
迩
を
検
し、
族
姓
定
ま
ら
ざ
各
も
の
は、
景
迩
行
能
が

灼
然
た
る
も
と
れ
を
詮
考
の
対
象
か
ら
は
や
し、
浮
御
原
令
の
考
仕
令
に
は、
百
官
畿
内
入
の
考
課
を
定
む
る
に
は、
善
最・
功
能・
氏
姓
の

犬
小
を
は
か
。
て
冠
位
を
授
く
べ
し
と
規
定
さ
れ
た。
枇
会
的
序
列
を
示
す
も
の
と
し
て
の
氏
姓
と、
個
人
的
序
列
を一不
す
も
の
と
し
て
の

階
と
は、
そ
の
性
格
に
沿
い
て
相
応
十
る
も
の
が
あ
るo
と
の
相
応
的
性
格
が
意
識
さ
れ
始
め
る
や、
と
れ
が
官
位
相
当
に
よ
れJ
て、
官
職
そ

の
も
の
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る。
官
位
相
当
制
が
近
江
令
に
あ
づ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
た
い
が、
天
武
五
年
二
月、
畿
内
及
び
陸
奥
長
門
園

以
外
の
図
司
は、
大
山
位
以
下
の
人
を
任
ぜ
よ
と
の
詔
が、
官
と
位
と
の
相
関
々
係
を
明
確
に
示
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る

程。
と
れ
が
大

賓
令
に
至
っ
て
整
然
た
る
組
織
を
と
る
と
と
と
た
っ
た。
か
う
し
て
一律
令
制
に
治
け
る
官
位
は、
と
れ
と
関
蓮
す
る
氏
姓
の
階
居
的
固
定
と、

蔭
位
の
制
に
よ
る
世
襲
化
的
契
機
と
に
よ
っ
て、
官
位
制
そ
れ
自
身
に、
関
族
形
成
貴
族
階
級
成
立
の
因
子
を
含
ん
で
ゐ
た
の
で
係
る。

律
令
官
位
制
に
於
け
る
陪
級
性

（
昭
和
二
十
六
年
三
月
五
日

二

九
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Class Distinction of the Off ice-Rank System 

in the ''Ritsu-Ryo" (~~) 
By R. Takeuchi 

1 -

The office-rank system of the "Ritsu-Ryo" (#~ ), Which presi. 

cribeci, it is said, the bureaucratic organiza~ion by means of · 

taking men of talent into-government service, involved essen

tially the character of class formation. If one is willing to be 

an officer, he has to get some rank, and this rank can be awar

ded only by his sincere service to Mikado. There are fifty 

stages from top to bottom in this rank system, and every office 

is given correspondently with this stage. Moreover, the rank 

is us11:ally accompanied by some political, economic ~d personal 

privileges. In the higher ranks these privileges extend to fam

~ly and the difference of these . between the higher and th~ 

lower is rather personal and classical than functional. Such 
J . 

character of the rank system enabled, too, the formation . of 

good lineages and the making of aristocratics from within it. 
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